


 

 

 

序 文 

 

日本国政府は、パラグアイ国政府の要請に基づき、同国輸出回廊調査を実施することを決定し、

独立行政法人国際協力機構（以下JICAとする）がこの調査を実施することといたしました。 

JICA は、本格調査に先立ち、本件調査を円滑かつ効率的に進めるため、平成17年2月26日か

ら平成17年3月10日までの13日間にわたり、JICA社会開発部 技術審議役 宮地豊を団長とす

る予備調査団（S/W協議）を現地に派遣しました。 

調査団は本件の背景を確認するとともに、パラグアイ国の意向を聴取し、かつ、現地踏査の結果

を踏まえ、本格調査に関する協議議事録（M/M）に署名しました。 

本報告書は、今回の調査をとりまとめるとともに、引き続き実施を予定している本格調査に資す

るためのものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成17年4月 

独立行政法人国際協力機構 

           理事 松岡 和久 



 

(1) –1 パラナ川沿岸道路（国道7号延伸部予定）北側（ESTE～OTANO） 

写真1-1 エステ市の街並み 
（ブラジルとの国境にあるエステ市は、国際的商都。本回廊の起点は、パン

アメリカンハイウェイの一部を成す国道7号。） 

写真1-2 回廊起点部分 
（国道7号との接続部。送電線の下の約100m幅の国有地が計画路線として

設定されている。） 

写真1-3 回廊起点部分 
（国道7号から1km程度は舗装されているが、その後は未舗装。3-7km区間

は、谷部や河川により道路は分断されている。） 

写真1-4 回廊3km付近 
（送電線下部は、100m 幅が国有地であるが、多くの不法占拠者と見られる

住宅がある。道路の拡幅を行う場合は、住民との調整が必要と思われる） 

写真1-5 回廊3－7km区間の状況 
（送電線下部 3~7km 区間の状況。谷部や河川に橋梁がなく分断されている

状況） 

写真1-6 エステ－オターニョ区間 
（送電線は1車線のグラベルが続く。ほとんどは大豆畑として利用されてい

る。） 

現 地 写 真 集



 

(1) –2 パラナ川沿岸道路（国道7号延伸部予定）北側（ESTE～OTANO） 

写真1-7 谷部の小河川 
（地形及び土地利用としては、台地上の大豆畑と谷部の小規模な河川） 

写真1-8 森林の点在（パッチ状） 
（計画路線周辺には、一部パッチ状の森林が残存している。拡幅による森林

伐採には、EIAのほか、森林法等の申請が必要となる。） 

写真1-9 Nacunday国立公園の上流部 
（計画路線は、Nacunday国立公園の上流部1kmを通過する。川には橋がなく、

地元住民が移動式橋をつくり、5000グアラニー（約100弱）で運ぶ。） 

写真1-10 Nacunday川下流部 
（下流部側の写真。公園内に有名な滝があることから、森林伐採と濁水防止

等への配慮望まれる。上流部では水遊びをする子供達が見られた。） 

写真1-11 送電線下部に道路のない区間 
（エステ市以外にも写真のように送電線下部に既存道路のない区間がある） 

写真1-12 Yacuy Guazu川の木橋 
（住民により管理と道路通行料金が集金されている木橋。左上は河川の状況）



 

(2) パラナ川沿岸道路（７号線予定）南側（OTANO～NATALIO） 

写真2-1 終点のナタリオ付近 
（終点ナタリオから起点側方向の写真。現在MOPCにより一部石畳舗装が行

われようとしている。） 

写真2-2 沿道の状況 
（回廊北側と同様に沿道は、農地と二次林が多い）） 

写真2-3 河川と河畔林 
（回廊北側同様、谷部には河川があり、周辺の湿地と河畔林が見られる。） 

写真2-4 視界を覆う粉じん 
（対向車及び先行車両の巻き上げる粉じんは、しばらく視界を覆い、交通安

全上の大きな障害となっている） 

(3) Otano合流地区 

  
写真3-1 オターニョ・ジャンクション地点 
（グラベル道路がいくつも入っており計画路線が不明確な区間であった） 

写真3-2 Mayor Otano港のANNP所管施設 
（大豆積出施設のない港であることから対象港湾から除外する案とした） 



 

(4) 15号線予定ルート（OTANO～NARANJITO）東側 

 
写真4-1 15号線予定ルート起点-1 
（オターニョ・ジャンクションから15号延伸部の起点付近） 

写真4-2 15号線予定ルート起点-2 
（同左） 

写真4-3 沿道の土地利用 
（土地利用は、その他区間と同様に大豆畑と点在しているの自然林が遠方に

見える。なだらかな傾斜をもつ台地地形となっている。） 

写真4-4 オターニョから40km地点のジュース工場 
（オターニョから約 40km 地点にフルーティカ(ジュース工場)から西側が石

畳舗装のため、これを東区間の境界として設定した） 

(5) 15号線予定ルート（OTANO～NARANJITO）西側 

写真5-1 回廊3－7km区間の状況 
（工場以西から国道6号まではMOPCにより石畳舗装がされている） 

写真5-2 接続する国道6号 
（接続する国道6号は、円借款により舗装されている） 



 

(6)-1  港湾アクセス道路 8ルート 

写真6-1 No.1 Tres Fronteras港までの接続道路 
（住居地域を通過する道路。拡幅する場合は、住民との調整が必要。） 

写真6-2 No.1 Tres Fronteras港（民間建設管理港） 
（対岸の高層ビルはブラジルのFoz Doyguacu、右側にはイグアス川が見えア

ルゼンチンとなる。3国が対峙する場所という意味） 

写真6-3 No.2 Torocua港までの接続道路 
（接続道路沿道はほとんど農地や二次林であり、一部の住居があるのみであ

る） 

写真6-4 No.2 Torocua港（民間建設管理港） 
（他港同様、シューターから写真の穀物用バージに大豆を積み替え、船の牽

引によりパラナ川を下る） 

写真6-5 No.3 Carlos An. Lopez港のサイロ 
 

写真6-6 No.3 Carlos An. Lopez港（民間建設管理港）

（隣接するANNP所管のMayor Otanoからの眺望） 



 

(6)-2  港湾アクセス道路 8ルート 

写真6-7 No.4 Triunfo港までの接続道路 
（農地、疎林を通過する接続道路） 

写真6-8 No.4 Triunfo港（日本国建設・民間管理港）

（日本の円借款により建設され、現在は政府が民間会社Cargill社に賃貸契約

により貸与している。セキュリティ管理の問題から入港できなかった） 

写真6-9 No.5 La Paloma港までの接続道路 
（主に農地、疎林を通過するが、一部住宅地付近の石畳道路もある） 

写真6-10 No.2 La Paloma港（民間建設管理港） 
（民間会社Cargill社が管理している。セキュリティ管理の問題から入港でき

なかった） 

写真6-11 No.6 Don Joaquin港までの接続道路 
（ほとんどは農地を通過する） 

写真6-12 No.6 Don Joaquin港（民間建設管理港） 
（シューターの長さは200m） 



 

(6)-3  港湾アクセス道路 8ルート 

写真6-13 No.8 Parcdon港までの接続道路 
（疎林、二次林、一部住居区域を通過する。国道 6 号から数キロは石畳舗装

となっている） 

写真6-14 No.8 Parcdon港（民間建設管理港） 
 

(7)  Caarendy港 

  

写真7-1 No.7 Caarendy 港までの接続道路-1 
（ほとんどは大豆畑を通過する） 

写真7-2 No.7 Caarendy 港までの接続道路-2 
（河岸と水面の高低差は、上流部と比べて少ない。港は氾濫原内に位置する

と考えられる） 

写真7-3 No.7 Caarendy 港（ピラポ農協所有・MOPC へ移管中） 
（管理事務所等の痕跡があり、現在は使われていない。） 

写真7-4 No.7 Caarendy 港（ピラポ農協所有・MOPC へ移管中） 
（シューターと水面までの高低差はほとんどない） 



 

(8)  協議等の状況 

写真8-1 公共事業通信省副大臣とのMM署名交換 
（署名者：MOPC副大臣Heiseki氏／JICA 社会開発部 宮地技術審議役） 

写真8-2 ANNPとの協議状況 
 

 
写真8-3 ピラポ、ラパス農協での協議状況 
 

写真8-4 商工省（MIC）との協議状況 
 

 

写真8-5 公共事業通信省 環境ユニットとの協議状況 
 

写真8-6 公共事業通信省 道路局長との協議状況 
 

 



 

略 語 集 

（アルファベット順） 

 

＜組織関連＞ 
ANNP  Administracion Ncacional de Navegacion y Puertos ＜港湾・航路管理局＞ 
JBIC  Japan Bank for International Cooperation  ＜国際協力銀行＞ 
JICA  Japan International Cooperation Agency   ＜国際協力機構＞ 
MIC  Ministerio de Industria y Comercio   ＜商工省＞ 
MAG  Ministerio de Agricultura y Ganaderia   ＜農牧省＞ 
MOPC  Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones  ＜公共事業通信省＞ 
STP  Secretaria Tecnica de Planification   ＜企画庁＞ 

 
＜その他＞ 

EIA  Environmental Impact Assessment    ＜環境影響評価＞ 
GDP  Gross Domestic Product          ＜国民総生産＞ 
GNI  Gross National Income           ＜国民総所得＞ 
HIV  Human Immunodeficiency Virus     ＜エイズ・ウィルス＞ 
IIRA  Iniciativa para la Integracion Regional de Sudamerica ＜南米地域統合イニシアチブ＞ 

 
 

2005 年3 月現在 
1USD = 約105 円 
1 PG = 約0.01720 円 

USD : United States Dollar 
PG  : Paraguay Guarani 
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第１章 予備調査の概要 

1.1 要請の背景 

パラグアイ国（以下「パ」国）は人口 578 万人、面積 40 万 k ㎡のアルゼンチン国、ボリビア国、

ブラジル国に囲まれた内陸国であり、主要輸出品目は大豆、綿花、肉類、木材などである。パラ

ナ川、パラグアイ川に沿ってアスンシオン、シウダ・デ・エステ、エンカルナシオン等の主要都

市が置かれ、内陸水運を中心に発達してきた。パラナ川沿岸には、北からカニンデジュ県、アル

トパラナ県、イタプア県が分布し、「パ」国輸出金額の 5 割を占める大豆の「パ」国における作付

面積の 8 割を占めている。 

 「パ」国では内陸水運以外に道路ネットワークが開発され、上記主要 3 都市を連絡する骨格道

路とこれら道路より派生した道路から構成されてはいるが、主に大豆の輸送路および輸送路から

港までのアクセス道路の整備が十分になされておらず、また舗装率は 6%であることから、雨天時

などには運行車両の通行に支障を来たしている。よって、「パ」国の主要な輸出品目である大豆お

よび大豆製品の輸送コストが割高となり、輸出競争力を低下させる最大の原因となっている。 

 このような背景下、日系移住地（ラパス、ピラポ、イグアスの各日系農協）を含む「パ」国穀

倉地帯からパラナ川へ直結する道路整備、および大豆生産地域であるカニンデジュ県、イタプア

県、アルトパラナ県の大豆生産者が利用しているパラナ川の 9 箇所の港整備の可能性に係る開発

調査（F/S）の要請が我が国になされた。 

 要請対象の道路及び港湾は下表に示すとおりである。 

表 1.1-1 要請対象施設の概要 

分 類 区間等 対象規模等 
1 パラナ川沿岸道路 エステ－ナタリオ 道路延長 162km 

1) アクセス道－Tres Frentera 港 道路延長 3km 
2) アクセス道－Triunfo 港 道路延長 10km 
3) アクセス道－Mayor Otano 港 道路延長 14km 
4) アクセス道－Calros An. Lopez 港 道路延長 14km 
5) アクセス道－Trocua 港 道路延長 8km 
6) アクセス道－Paloma 港 道路延長 12km 
7) アクセス道－Don Joaquin 港 道路延長 14km 
8) アクセス道－Caarendy 港 道路延長 14km 
9) アクセス道－Parcdon 港 道路延長 13km 

2 港湾アクセス道路 

港湾アクセス道路総延長 102km 
3 国道 15 号延伸部 ナランヒト－パラナ川沿岸（オタニオ） 道路延長 51km 

1) Tres Frentera 港 民間所有・管理 
2) Triunfo 港 農牧省所有・民間管理 
3) Mayor Otano 港 民間所有・管理 
4) Calros An. Lopez 港 民間所有・管理 
5) Trocua 港 民間所有・管理 
6) Paloma 港 民間所有・管理 
7) Don Joaquin 港 民間所有・管理 

8) Caarendy 港 ピ ラ ポ 農 協 所 有 ・
MOPC へ移管検討中 

4 港湾 

9) Parcdon 港 民間所有・管理 
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パラグアイ国 輸出回廊整備計画

調査対象位置図 
▲ 要請対象港湾 
－ 要請対象計画路線 

調査対象範囲 
アルトパラナ県
イタプア県 

18km
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1.2 調査の目的 

パラグアイ国の要請を受け JICA は、開発調査の実施にあたり、(1)対象道路の拡幅、構造物整

備必要性、(2)対象港湾の現状、整備ニーズ、(3)対象路線・港湾整備の環境社会への影響の有無等

の確認し、本格調査に必要な情報収集･現地踏査を行うとともに、本格調査の実施内容について

「パ」国側と協議するとともに調査結果をミニッツに取りまとめ､署名･交換を行うことを目的と

した｡ 

 

1.3 調査団の構成 

調査団の構成及び団員名は次のとおりである。 

表 1.3-1 調査団員名 

担 当 所 属 氏 名 

総括 JICA 社会開発部 宮地 豊 
環境社会配慮 日本技術開発株式会社 黒木 浩則 
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1.4 調査日程 

予備調査は、2005 年 2 月 26 日から 3 月 10 日まで実施された。このうち 2 月 26 日から 3 月 4
日までは総括団員が参加した。調査日程を表 1.4-1 に示す。 

表 1.4-1 調査日程 

 

調査活動 宿泊 調査活動 宿泊

2.26 土 移動：成田発 機中 ←ditto 機中

2.27 日 移動：サンパウロ着、サンパウロ発、アスンシオン着 アスンシオン ←ditto アスンシオン

2.28 月
打合：JICA事務所、企画庁（STP）、公共事業通信省

（MOPC）、港湾・航路庁（ANNP)、日本大使館
移動：アスンシオン－エステ市

エステ ←ditto エステ

3.1 火

現地調査：パラナ川沿岸道路（エステ～Otano)と港湾アク

セス道路,3 Fronteras港（№1）、Toro Cua港（№2）、

Nacunday保護区、、Mayor Otano港（№3）、Carlos A.
Lopez（№4）、R15予定道路（Otano～Naranjito)

ベジャビスタ ←ditto ベジャビスタ

3.2 水
現地調査：パラナ川沿岸道路（Natalio～Otano)と港湾アク
セス道路、Tersur港（№9）、Caarendy港（№8）、Don
Joaquin港（№7）、La Paloma港（№6）、Triunfo港（№5）

エンカルナシオン ←ditto エンカルナシオン

3.3 木
打合：ヒラポ、ラパス農協関係者、
現地調査：エンカルナシオン港視察
移動： エンカルナシオン－アスンシオン

アスンシオン ←ditto アスンシオン

3.4 金
打合：商工省（MIC）、公共事業通信省（MOPC）ミニッツ

署名交換、日本大使館報告、JICA報告
アスンシオン ←ditto アスンシオン

3.5 土
資料整理　AM
移動：アスンシオン発

機内 資料整理　議事録作成 アスンシオン

3.6 日 移動 機内 資料整理　議事録作成 アスンシオン

3.7 月 成田着
打合せ： 農牧省（MAG）、

（MOPC）環境ユニット
アスンシオン

3.8 火
打合:MOPC
移動：アスンシオン発

機内

3.9 水 移動 機内

3.10 木 成田着

月
日

曜
日

宮地：総括／道路・港湾調査 黒木：環境社会配慮
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1.5 主要面談者 

主要面談者は次のとおりである。 
■ 在パラグアイ日本大使館 
高橋 利弘   特命全権大使 
島田 嘉幸   二等書記官 
■ JICA パラグアイ事務所 
斉藤 寛志   事務所所長 
武田 浩幸            事務所次長 
福井 康    班長 
平井 孝文   事務所所員 
村岡 心    事務所通訳 
■ Secretaria Tecnica de Planificacion (STP:企画庁) 
Lic. LUIS REBERTO AMARILLA L.  国際技術協力課 課長 
Ing. PEDROSOSA   国際技術協力課 日本国担当 
Sr. Gustavo Riveros   アシスタント 
 
■ Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC：公共事業通信省) 
Ing. Heiseki    公共事業通信省 次官 
Ing. JUAN E. DIOVERTI D.  道路局局長 
Ing. JOSE RAMON GOMEZ  プロジェクト計画課 課長（カウンターパート窓口担当） 
Ing. Fabio Riveros Pena   プロジェクト計画課 課長補佐 
■ Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones Unidad Ambiente (MOPC 環境ユニット) 
Ing. Agr. Carlos Borden  ユニット長 
Agr. Yolanda Bonifez de Rodnouez 
■ Administracion Nacional de Navegacion y Puertos（ANNP：港湾管理局） 
Lic.Jhancy Sanabria de Balmaceda 国際関連ユニット課 課長 
Ing. Fabio Riveros Pena   
 
■ 日系人関連組織 
Takayuki NONAKA  ラパス農業共同組合副組合長 
Ing. Agr. Bartolome H. KONISHI ラパス農業協同組合 
高橋 幸夫   ピラポ農業協同組合理事 
三浦氏    ピラポ農業協同組合 
水元 涼一   社団法人ピラポ日本人会 会長 
佐々木 広一   ラパス日本人会 会長 
 
■ Ministerio de Industria y Comercio（MIC：商工省） 
Jorge Luis von Horoch Casamada  商工省副大臣 
Sonia Gonzales    産業政策課 課長 
Anibal Gimenez Kullak  官房室 室長 
 
■ Ministerio de Agriculltura y Gananderia（MAG：農牧省） 
Ing. Agr. Misa Carmen Galdona  計画課 課長 
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1.6 協議概要 

 「マ」国側と共同で実施し、協議内容については、Ｓ／Ｗ案についてＭ／Ｍの署名・交換によ

り双方で確認した。協議の概要を以下に示す。 

表 1.5-1 協議概要 

日程 協議先 協議先からの主な情報・意見 

企画庁（STP） 

・ 今回の輸出回廊は、将来国道 7 号として位置づけられるものであり、さらには中南米

メルコスールにおける IIRASA の一部となりうる位置づけとしてもとらえていることが

STP より報告された。 
※IIRSA とは：南米地域統合イニシアチブ（Iniciativa para la Integracion Regional de 
Sudamerica）と呼ばれる南米のインフラ開発プロジェクトであり、以下の目的によるも

のである。 
1)大企業がこの地域に投資するようなインセンティブを高めること。 
2)インフラがすでに存在する場合は、インフラの改善により更に企業の利益を高める

こと。 
・ 特に大豆生産地域であるラパス、ピラポにおけるインフラの改善は、パラグアイでも

プライオリティは高い地域である。港湾については、ほとんどが私設の港であるが、

その中の一つであるカアレンドゥ港の整備は、各農家へ輸送販売に関する選択肢

（本港の利用または従来の企業へのサイロ渡し）を提供するものであり、大きな意味

を持つ。 

公共事業通信省 
（MOPC） 

・ 調査地域は、パラグアイの中でも雨の多い地域で年間降水量は 1800-2000mm であ

る。この雨は 4 月に も多くなり大豆の収穫時期と重なる事が多い。収穫した大豆が

短期間に輸送できるようになることが本プロジェクトの目的となる。ぜひ全天候型道路

の整備に向けて検討をお願いしたい。これにより輸出コストダウンと国際競争力が向

上することを望む。 
・ 15 号延伸部と国道 6 号の結節点がナランヒト周辺にある理由は、ナランヒト以西の将

来の道路整備予定区間が国立公園の存在により限定され、その結節点がナランヒト

周辺にならざるをえないためである。 

2 月 28 日 
（月） 

港湾・航路庁 
（ANNP） 

・ ANNP は、①Mayor Otano、②Triunfo、③Tres Fronteras の一部を公共港として所管

しているが、搬出関連の施設自体は、すべて企業により管理されており、輸出量等

に関するデータはない。 
・ 運輸局が民間港の許認可権を持っている。（以前は ANNP が行っていたが法律改

正により運輸局が持つこととなった）関連法律として、法律 1066 号は ANNP 創設法、

530 号（1995）、419 号（1994 政府管理・河川の港を ANNP が管理するという法律）

がある。 
・ いくつかの港で国が港を建設し、企業に年間契約で管理・貸し出しを行っているとこ

ろがある。Triunfo 港については、日本の円借款により建設され、現在国から米国企

業 Cargill 社に賃貸委託している。 
・ ANNP 所管の港湾でも民間企業と連携している事例もあり、カレンドゥ港の整備の際

もその様な可能性はある。 

3 月 3 日 
（木） 

日系農協（ピラポ

農 協 、 ラ パ ス 農

協） 

・ 農協は、サイロ渡しで商社（Cargill 社、ADM、コンチネンタル等）と契約しているた

め、生産した大豆がどのような経路でどこにいっているかの詳細は不明である。主に

商社との取引は、大豆、小麦、搾油、絞り粕等である。現在、ラパス地域の大豆は商

社がトラックでエンカルナシオンから積み出しているようであるが、市内は輸出時期

には大渋滞する。 
・ 現在の 1 トンあたりの運輸コスト（商社への支払いコスト）は、2005 年は 60$程度が見

込まれている。2004 年は原油高騰等の影響により 60~110$まであがった。その前は

ずっと 40$程度であった。運輸コストは農協毎に年何回か交渉し決定する。 
・ ピラポ農協としてもっとも興味があるのは、カアレンドゥ港の建設である。おそらく

Unidas 農協も近いことから興味を持つはずである。 
・ ピラポ農協では、1 年分の生産量が６万トンであることから、 低でも 1.5 万トンを貯蔵

できるサイロを港に造る必要があると考える。カアレンドゥは現在使われていないが、

国に港としての登録はされている。土地についても農協の物である。水深は問題な

いが、ヤシレタダムによる水位増加、氾濫原の関係でどこに何を作ればよいかという

問題がある。 
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日程 協議先 協議先からの主な情報・意見 

商工省（MIC） 

・ 商工省の政策のうち、本プロジェクトと関連するものとして以下のものがあげられる。

①農産加工のための体制整備（エステ市で地域フォーラムを設置）②イタプア県・配

合飼料クラスター③一村一品運動の展開（JICAシニアボランティア活動と共同実施）

・ 商工省と港の企業との関連性はについては次のようなものがある。企業はまず大蔵

省の納税登録局で登録する必要がある。MIC と関連するのは、経済活動登録（任

意）であり、これをやっておくとなんからの恩恵がある場合がある。また、加工産業に

おいては、産業登録を行い、パテント等の登録が可能となる。 

3 月 4 日 
（金） 

公共事業通信省 
（MOPC） 

・M/M について説明及び協議を行い、署名・交換を行った。 

農牧省（MAG） 

・ Triunfo 港における、民間企業（Cargill 社）に運営維持管理を委託額は、年によるが

7000~10,000$／月である。 
・ 各県の農産物の物流についてであるが、過去に農牧省は、サイロネットワーク構想

により各地に直轄のサイロを建設し、その運営を行う計画があったが、建設途中に民

営化へ計画を転換し、さきほどの Triunfo 港、各サイロも民間に賃貸している状況で

あり、正確な物流をつかんでいない。ただし、企業連盟である KAPECO（カペコ）の

資料がその実態の一部を知る資料となる。 
・ 現在全体的な農産物の物流は、陸路経由が 70％、海運が 30%に依存している。 

3 月 7 日 
（月） 

公共事業通信省 
環境ユニット 

・ 道路事業全般が EIA 対象となる。ただし、砂利道路、石畳舗装は、本格 EIA は免除

され、簡単な保全対策書等で環境許可が得られる。港湾に関しては、5000 ㎡以上

の建設物に対しては EIA が必要となる。また、土取場、採石場にも EIA が必要とな

る。 
・ MOPC の経験では、合計 5 件ほどの手続きがある。うち 4 件は本格 EIA ではなく緩

和措置のみであり、1 件のみ本格 EIA である。（クワンデメデ道路：19km） SEAM か

らの TOR にもよるが、EIA 手続きは、 短 3 ヶ月、平均 7 ヶ月程度、チャコ地方のア

セスは 2 年以上かかったこともあるという。 
・ 土地収用システムと補償制度、違法占拠者への撤去手続きと補償システムは次のと

おりである。まず、①公共事業局により測量を行う（所有権がどうなっているか調査す

る）、②公的査定担当局による判定（a. 私有地であれば査定を行い、不動産部門が

価格交渉にあたる。所有者が売却を反対した場合は、国会により特別収用法を起案

し閣議決定し、強制執行にあたる。）違法占拠者の場合は、法廷裁判が開かれ、警

察により強制撤去がなされる。土地代、建物代等ともに支払われない。高架道路下

は、幅 100m が国の所有であり、現在電力会社（民間）に移管している。 
・ EIA の動植物貴重種リストとしては、CITES、IUCN を用いている。パラグアイには

CITES 事務局が環境庁内に設置されている。 
・ その他関連する法律等は次のとおりである。①漁業権：特に設定はないので関係な

い、②水利権：潅漑・飲料水としての水利権を認めている、③森林法：パラグアイの

国有地に関してのみ森林法が適用される。国有地としては自然保護区・国立公園が

あげられる。その他はほとんどない。民間の森林については、農牧省・環境庁による

許可のもと伐採がみとめられている。④入会地：昔は設定があったが、現在はない。

・ EIA では代替案も必要である。なお、NACUNDAY 国立公園の開発は、本件の公共

性が高いことからダメになることはないと考える。NAKUNDAY 国立公園には希少な

動物等も生息していないのでおそらく大丈夫であろう。 
・ 不法占拠の強制撤収については、避けがたい問題であるが、住民移転が多い場合

なんらかの運動が発生する可能性もある。 
・ EIA の事後モニタリングは、SEAM の TOR によって決定される。EIA のほかに、緩和

措置計画、社会的経済的計画の要求がなされる可能性がある。 
3 月 8 日 
（火） 

公共事業通信省 ・追加情報収集 
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1.7 現地調査結果 

 調査団は、3 月 1 日から 3 日に調査対象地区を MOPC，ANNP の担当者同行をもって陸路にて

踏査し、以下の状況を確認した（写真集参照のこと）。 

(1) パラナ川沿岸道路（エステ～Otano） 
・ エステ市内からパラナ川沿岸道路へは、市街地を通過するためバイパス機能が望まれてい

る。現在は、スーパーハイウエイと呼ばれている 4 車線道路が利用されている。 
・ エステ市南部 0~3km は住居区域（不法居住区域）がある。 
・ パラナ川沿岸道路は高圧電線鉄塔沿いの未舗装道路が主となっており（一部石畳舗装）車

線は 1 から 2 車線相当（両側）で中央帯、路肩、ガードレールはない。 
・ 起点から 3~7km 区間には、Amambay 川及び Monday 川に橋がないため、迂回路を通る状況

となっている。 
・ Nacunday 川では、橋がないため、台船とウインチを用いた可動方式で車両を渡している。 
・ Yacuy Guazu 川には橋がないため迂回路（木製橋）を通る状況となっている。 
・ Tres Froteras 港アクセス道路も住居区域を通過する。拡幅等を行う場合は、住民との調整が

必要となる。 
・ 計画路線は、Nacunday 国立公園から 1km の距離を通過する。 

(2) パラナ川沿岸道路（Otano～ Natalio） 
・ Otano 付近では、パラナ川沿岸道路と将来の 15 号線が繋がる事となるが、複数ルートがあ

り確定していない状況であった。 
・ Otano 付近以外は畑や林の中の 1 から 2 車線相当（両側）で中央帯、路肩、ガードレールの

ない未舗装道路となっている。 
・ 小規模の木製の橋が 6 箇所程度ある。 
・ Otano 周辺では小規模な集落を計画路線は通過する。 

(3) 15 号線予定道路（Otano～Naranjito） 
・ パラナ川沿岸道路と国道 6 号を結ぶ Otano～Naranjito ルートは MOPC によって将来の 15 号

線に位置付けられている。 
・ Otano から Frutica 工場（ジュース工場）まで（東側）は大豆畑の中を通る 1 から 2 車線相

当（両側）で中央帯、路肩、ガードレールのない未舗装道路となっている。 
・ Frutica 工場（ジュース工場）から６号線まで（西側）は石畳舗装となっている。 
・ 沿道には住居、保護区・自然林はほとんどない。 

(4) 港湾アクセス道路 
・ 3 Fronteras 港（№1）、Toro Cua 港（№2）、Mayor Otano 港（№3）、Carlos A. Lopez（№4）、

Tersur 港（№9）、Caarendy 港（№8）、Don Joaquin 港（№7）、La Paloma 港（№6）、Triunfo
港（№5）の順に現地踏査を行った。 

・ 港湾アクセス道路はパラナ川沿岸道路とそれぞれの大豆等の積出港を結ぶ役割を果たすが、

地区によっては途中の居住地域へのアクセスの役割もある状況が確認された。 
・ 大半が未舗装道路であるが、居住区へのアクセスの部分等で石畳舗装の箇所もある。 
・ 維持管理は、MOPC、市、積出港所有企業の協力が行われている地区がある。 
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(5) 港湾 
・ Mayor Otano 港は、対岸のアルゼンチンとの水運のための通船を主とした港で ANNP が管理

しており、今回対象となる大豆等の物流機能を有していない状況が確認された。 
・ Caarendy 港は、現在は放置され機能していない状況が確認された。 
・ 以上 2 港以外の各港の荷役施設は河岸でも水深が確保できる崖状の箇所の陸上部にアンロ

ーダーを設置し、河岸係留されたバージに大豆等を落し込む方式となっている。 
・ 農牧省が所有し民間企業に貸与している Triunfo 港以外は、施設の所有・運営も民間企業に

より行われている。 
・ 係留施設は荷役時と待機時のものがあるが、いずれもバージを係留するための簡易なもの

である。バージの喫水は、約 8 フィートで、ヤシレタダムの通過可能喫水で制限される。 
・ 港周辺には住居はないが、周囲は自然林によって囲まれている状況である。なおパラグア

イにはマングローブ林等の貴重な植物群集は存在しない。 
 

1.8 団長所感 

 今回の調査は、JBIC 連携の迅速 F/S 予備調査として実施された。パラグアイ国派遣中、対象道

路、港湾の現地調査とパラグアイ政府関係機関、日本大使館、JICA 事務所と協議を行い、本格調

査の S/W 案について M/M として署名した。 

以下に本格調査へ向けた留意事項を示す。 

(1) 対象道路の位置付けの確認 
 対象道路は、パラナ川沿岸の大豆等の搬出ルートに繋がる回廊としての役割が期待されてい

るが、それに加えて、パラグアイ国、周辺国の道路ネットワークの中での位置付けについて整

理する。 

(2) 調査対象地区の分類 
 要請された整備計画検討対象地区は、パラナ川沿岸道路約 162km、15 号線予定ルート約 51km、

パラナ川沿岸９港とそれらへのアクセス道路であるが、現地調査の結果、地区ごとや施設ごと

に状況が異なる事が判明した。そのため、地区ごとに策定すべき計画の内容や事業化方法が異

なると考えられるため、整備計画検討対象地区を以下の案で分類した。ただしこれらは、本格

調査における現地調査等により検討する。なお、Otano 港はアルゼンチンとの旅客中心の港で

今回の対象である大豆等の搬出港ではない事が確認されたため、対象港湾から外す案とした。 

(ア) パラナ川沿岸道路（7 号線予定）北側（ESTE～OTANO） 
(イ) パラナ川沿岸道路（７号線予定）南側（OTANO～NATALIO） 
(ウ) Otano 合流地区 
(エ) 15 号線予定ルート（OTANO～NARANJITO）東側 
(オ) 15 号線予定ルート（OTANO～NARANJITO）西側 
(カ) 港湾アクセス道路 8 ルート 
(キ) Caarendy 港 
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表 1.8-1 整備計画検討対象地区の分類案 

調査対象地区の区分 現 状 計 画 内 容 

1) パラナ川沿岸道路

北側 
未舗装、橋 6（内 2 橋は仮設

状態）、道路の不連続区あり

一部の道路線形の検討が必要。新たなルートの設定、

橋梁計画、既存道路の拡幅、舗装による改良。環境

社会配慮対応。 
2) パラナ川沿岸道路

南側 
未舗装、橋 6 既存道路の拡幅、舗装による改良 

3) Otano 合流地区 
未舗装、合流地点やルートが

未決定 
合流地点、ルートの検討が必要。既存道路の拡幅、

舗装による改良。環境社会配慮対応。 
4) 将来 15 号線ルー

ト東側 
未舗装 既存道路の拡幅、舗装による改良 

5) 将来 15 号線ルー

ト西側 
石畳舗装 既に石畳舗装のため、改良の必要性について要検討

6) 港湾アクセス道路 

8 ルート 
石畳舗装、未舗装、一部生活

道路 
一部居住地区を含む。改良の必要性について要検討。

環境社会配慮対応。 
7) Caarendy 港 廃棄状態 規模、配置、事業主体について要検討 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.8-1 調査対象地域区分図 

 

1) パラナ川沿岸道路北側 

2) パラナ川沿岸道路南側 

3) Otano 合流地区 

4) 将来 15 号線ルート東側 

5) 将来 15 号線ルート西側 

6) 港湾アクセス道路 8 ルート 

7) Caarendy 港 
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 (3) PPP（Public Private Partnership）の可能性の検討 
 整備計画検討対象施設について PPP の可能性の検討を行ない、その可能性がある場合は、具

体的に検討する。Caarendy 港については、生産者、運輸事業者と MOPC、ANNP の連携につい

て、また、港湾アクセス道路については、港湾利用者、市、MOPC の連携について検討する。

パラナ川沿岸道路と 15 号線予定道路は、国道として位置づける予定の道路であり、MOPC と

PPP の可能性について協議する。 

(4) 事業化スケジュールとの整合 
 対象施設の事業化については、道路は JBIC との連携案件として、Caarendy 港は無償資金協

力要請案件として想定されており、本格調査実施に際してはそれぞれの資金協力要請時期と開

発調査における各施設に関する計画策定時期を配慮した本格調査実施スケジュールとする。 

(5)  環境社会配慮 
 環境社会配慮に関しては、既存道路の改良として影響がほとんどないとされていたが、現地

調査において、表 1.8-1 で分類した様に地区によって現状に違いがある事が確認された。特に、

パラナ川沿岸道路北側や港湾アクセス道路の居住地区部分については、留意して調査を行う必

要がある。 
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アルトパラナ県 

イタプア県 

県境

図 2.2-1 調査区域図

第２章 輸出回廊の概要 

2.1 調査地域の概況 

 本調査の対象となる輸出回廊は、右図に示

すとおり、北端はアスンシオンからブラジルに

抜ける国道 7 号にエステ市で接続し、送電線下

部に沿って国道 6 号にほぼ並行しながら、パラ

ナ川から約 10km 西側を南下する。 
Otano 周辺からイタプア県となり、送電線ル

ートをはずれ、Lopez 等の町の近傍を通過しつ

つ、ナタリオまでが本線部分となる。その間 4
カ所の港までの接続道路が本線より出ている。 

その他の 4 つの接続道路及び港は、ナタリオ

以南に位置し、国道 6 号から約 10km 程度の距

離がある。 
これらの調査対象地域の自然・社会の概況を

表 2.1-1 に示す。 
 
 
 
 

表 2.1-1 調査対象地域の概況 

項目 概要 

自然環境 

① 地形：森林の多い丘陵地帯と平地が交互に形成。調査ルートの標高は、エス
テ市で 200m 程度、エンカルナシオン市では 100m 強。 

② 国境：パラナ川 
③ 面積：アルトパラナ県 14,895km2、イタプア県 16,525km2、合計 約 3.1 万 km2
④ 表層土壌：テラローシャ（Tierra Roja）土壌と呼ばれる農業に適した肥沃な赤

土が広がる 
⑤ 気候：年間降水量は 1,700－2,000 ミリで、亜熱帯性気候に区分される。6-9 月

が乾季。それ以外は 100mm 以上の雨量がある。 
⑥ 主な保護区等：調査地域周辺に 3 カ所の国立公園、保護区等があるが、いず

れも計画路線は通過しない。 
⑦ 貴重動植物：既知の貴重な動植物生息区域はない。 

社会環境 

① 人口：アルトパラナ県 約 56 万人、イタプア県 約 46 万人 合計約 102 万人
でパラグアイ国全体の 20%を占める。 

② 経済：調査地域は、大豆、綿花、トウモロコシ（メイズ）、小麦など主要輸出
農産物の生産地域。輸出額に占める大豆の割合は、40%程度であるが、2005
年は干ばつのため減少が予想されている。大豆輸出量は、ブラジル、米国、
アルゼンチン、中国について世界第 5 位。 

③ 民族等：アルトパラナ県、イタプア県には、パラグアイで 8 カ所の日本人移
住地のうちイグアス、エステ、ピラポ、ラ・パス、チャペス、エンカルナシ
オンの 6 カ所がある。日系人の総人口は、国内で 7,000 人程度。計画路線付
近に 3 カ所ほどグアラニー族系の居住区がある。 
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 公共事業通信省 

大臣 

大臣室長 秘書室 

監査局 法的顧問室 

公共借款局 ガス調整・促進委員会 

水道委員会 運輸局 

鉱山庁 財務庁 公共事業通信庁 

財務局

会計局 

資産供給局 

人事局 

経済計画部

広報局 

情報処理局 

エネルギー資源局 

鉱山局 

電力公社 

イタイブダム 

ヤシレタダム 

道路局 

技術顧問局 

公共事業局 

地方道路局 

郵便局

ピルコマジョ川流域 

規制開発委員会 

商船局 

図 2.2-1 MOPC 組織図 

2.2 輸出回廊の道路概要 

 パラグアイ国における道路整備・管理は、公

共事業通信省、国防省、農牧省、各市町村、ダ

ム公社によって実施されている。このうち道路

行政の主要な役割を果たしているのが公共事

業通信省であり、交通運輸投資額の約 8 割を

担っている。 

 公共事業通信省は、図 2.2-1 に示すとおり、

公共事業通信庁、鉱山エネルギー庁、財務監理

庁の 3 庁より構成されており、全国道路網を

直接管理している道路局は、公共事業通信庁内

にあり、5部17課 3室の組織からなっている。

また、地方管理事務所は、2001 年より各県毎

に設置された。 

 全国の道路のうち、公共事業通信省がその維

持管理を管轄する国道及び主要地方道の延長

は、約 15,000km で、そのうちアスファルト舗

装延長は約 3,600km（約 23%）である。一方、

一般地方道の殆どは、舗装化されておらず、そ

れを含めた総延長約 64,000km の舗装率は、わずか約 6％となる。 

 道路局予算を表 2.2-1 に示す。予算年の当初に計画した歳入が国家に入らないため、各年度の

執行額が予算計画額を下回っている。特に近年は、当国の経済状況・施策を反映しており、海外

融資による道路事業が増加している。また、全体の予算執行額が約 50％程度の年が 3 年続いてお

り、経済不況が続く中で、国全体の予算不足を象徴する結果となっている。 

表 2.2-1 道路局予算 

（単位：千ドル） 

予算執行額 

建設費 

項 
目 

 

年 国内 海外 

維持管理

費一般管理

費 
計 

予
算
計
画 

執
行
率 

1997 52,292 26,010 17,569 95,898 125,447 76% 
1998 71,067 61,757 15,902 148,726 170,937 87% 
1999 59,223 51,464 13,252 123,939 142,445 87% 
2000 34,900 62,591 12,899 110,390 145,062 76% 
2001 33,239 36,300 14,280 83,819 200,619 42% 
2002 2,576 62,826 6,789 72,191 140,064 52% 
2003 11,613 45,888 5,270 62,771 167,114 38% 

    出典：MOPC 資料 （各年の現地通貨からドル換算） 

 

 経済発展の障害となっている道路事情の改善は、緊急経済社会開発計画（1989-90 年）の重点

事項に位置づけられ、JBIC、世界銀行、米州開発銀行等からの経済援助を受けている。 

 マスタープランとしては、中長期運輸インフラ整備政策の確立を目標として、JICA によって実
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施された全国総合交通計画調査(ENTN:1992 年)があり、現在の道路計画整備の基本となっている。 

 また、JICA 開発調査(EDEP)を受け、2001 年 3 月に経済社会戦略計画（PEES）が発布されて

おり、その中で、輸出競争力を増加させ、付加価値の高い輸出品への転換のために、国家戦略と

して地域ネットワーク化に向けたインフラ開発、つまり国内及び対外的な輸送交通の強化が重要

課題として位置付けられている。これに対応すべく、提案された計画のうち、特に大豆穀倉地帯

であるパラナ川沿岸道路の整備である「輸出回廊整備」が優先プロジェクトとして位置づけられ

ている。 

 

2.3 輸出回廊の港湾概要 

パラグアイ国の主な港湾は、パラグアイの国際貿易の主なルートで主要河川でもあるパラグア

イ及びパラナ河沿いに位置しており、港湾･航路の整備・管理は、公共事業通信省の外局である

Administración Nacional de Navegación y Puertos（ANNP：国立港湾・航路局）が行っている。

ANNP は 1965 年、８月 23 日の法律第 1066 号によって設立され、以下を主な目的としている。 
·共和国内のすべての港湾の運営と管理 

·河川船舶及び海洋船による河川の航行が可能な状態の維持管理 

 ANNP の意思決定機関である理事会は、大蔵省の推薦１名、公共事業・通信省の推薦１名、 

国防省推薦１名、水運関係者１名で構成される。 

パラグアイ国の輸出金額の約 50％を占める大豆の主な輸出ルートはパラナ川沿岸の積出港まで

トラックによる陸送し、積出港において必要な検査等を行い、敷地内のサイロに保管される。積

出港の荷役施設は河岸でも水深が確保できる崖状の箇所の陸上部にアンローダーを設置し、河岸

係留されたバージに大豆等を落し込む方式となっている。大豆を積んだバージは、約 10 日から

12 日かけてウルグアイ、アルゼンチンの河口港へ運ばれ、大型船へ積み替えられ各国へ輸送され

る。係留施設は荷役時と待機時のものがあるが、いずれもバージを係留するための簡易なもので

ある。バージの喫水は、約 8 フィートで、ヤシレタダムの通過可能喫水で制限される。 

今回の対象港である Tres Frentera 港、Triunfo 港、Mayor Otano 港、Calros An. Lopez 港、Trocua
港、Paloma 港、Don Joaquin 港、Caarendy 港、Parcdon 港の 9 港の内、Mayor Otano 港は ANNP 所

管の対岸へのアクセスのための港である事が確認された。大豆輸出港である他の 8 港の内、農牧

省が所有し民間企業に貸与している Triunfo 港以外は、施設の所有・運営も民間企業により行われ

ている。 
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第３章 輸出回廊周辺の環境の状況及び環境予備調査結果 

3.1 自然環境・社会環境の概要 

3.1.1 自然環境の概要 

(1) 地勢・地形 
パラグアイ国は、西経 54 度 15 分より 62 度 38 分、南緯 19 度 18 分より 27 度 31 分に至る南

米大陸のほぼ中央に位置しており、北をボリビア、東をブラジル（国境：パラナ川）、南と西を

アルゼンチン（国境：パラグアイ川・パラナ川）の 3 ヵ国に囲まれた面積 406,752km2 の内陸国

である。 

国土は平坦で、中央を南北に貫流するパラグアイ河の東西で、地勢、植生が大きく異なる。

パラグアイ河とパラナ河に挟まれた東部パラグアイは、国土の約 39%を占め、森林の多い丘陵

地帯と平地が交錯している。山地はアマンバイ山地やバラカジュ山地がブラジルのマット・グ

ロッソ州との国境地帯を走り、標高は高地でも海抜 600～850 メ－トルである。ブラジルとの国

境に近い地方の土壌は、パラナ州から続く「テラローシャ（Tierra Roja）」で、肥沃で農業に適

している。 

一方、西部パラグアイは、東部と対照的に平坦で、ボリビア南東部からアルゼンチン北部に

かけて広がる、「グラン・チャコ」の主要部分を占めている。穏やかな傾斜の潅木の多い大平原

で、人口も少なく主に放牧に利用されている。  

ブラジル高地西部に源を発するパラナ河は、パラグアイ北東部から同南部にかけて、パラグ

アイとブラジル及びアルゼンチンとの国境を成して流れ、パラグアイ南部でパラグアイ河と合

流し、ラプラタ河となる。アルゼンチンとブラジルの国境をなすイグアス河とパラナ河の合流

地点の近くに有名なイグアスの滝がある。その他の主要な河川としては、パラナ河支流のアカ

ライ河、パラグアイ河支流のテビクアル河などがある。  

 
(2) 気候 
 西から東へ向かうほど年間降雨量は増して湿潤となり、ボリビア国境地方では年平均 500 ミ

リに対して、本調査対象地域であるパラナ河流域~ブラジル国境地方では同 1,700~2,000 ミリで

ある。東部は一部森林地帯や山地を除いて亜熱帯性気候で、一般に一年を通じて高温であり、

例えば首都アスンシオンの夏期平均最高気温は 34℃である。西部チャコ地方は高温乾燥地帯で

ある。パラグアイの気候の特徴は、気温の年較差、日較差の激しいことで、特に春（9 月～10
月）、秋（4 月～5 月）は日較差が著しい。冬は一部地域を除いて氷点下になることはほとんど

ない。 
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図 3.1-1 年平均降水量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1-2 アスンシオンの年平均気温及び年降水量 

出典：日本国気象庁 

 
(3) 地質 
 パラグアイ河東部側は、古生代石炭紀とシルル紀及び中生代ジュラ紀と三畳紀の玄武岩、砂

岩、石灰岩、花崗岩、塩基性等を基盤として成立している。玄武岩由来の土壌は、赤色のテラ

ローシャと呼ばれる肥沃な土壌で、パラナ河沿いに分布しており、南アメリカの熱帯、亜熱帯

地域では農業を営む上では最良の土壌として分類される。砂岩に由来する土壌は一般にアスン

シオン土壌と呼ばれ、透水性が低く、地滑りと表面浸食を起こしやすいことからガリ浸食を発

生させる。 

プロジェクト対象地域 
－アルト・パラナ県 
－イタプア県 

項目／月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均気温　℃ 27.4 26.8 25.8 22.7 19.8 17.7 17.4 18.7 20.5 23.2 24.9 26.5 年平均気温 22.6
降水量　mm 156.2 136.5 124.7 161.5 127.4 77.1 42.5 78.9 82.7 138.4 140.2 140.9 年降水量 1,407.0

平均等
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(4) 動植物 
1) 植生と生態域 
パラグアイ東部は全般的に温帯・温暖湿潤林が分布しており、パラナ（Parana）川沿いに比

較的まとまった面積の林が分布する。木本植物は 300 種以上が生育し、蔓性植物、着生植物、

シダ、ヤシなどが混在している。南東部にはパラナ河の洪水地域があり、沼地、低湿地、ラグ

ーンを形成しており、多様な生物の生息環境を提供している。本調査対象地域は、主に③のア

ルト・パラナの生態域に位置する。 
なお、東部は次の 5 つの生態域として分類されている。（Data Center for Conservation による） 
① アグイダバン（Aquidaban）: 面積 17,700 km2 （平地が中心）、年平均降雨量 1,300‐1,500 mm, 

半早落性林、サバンナが広がる。絶滅危惧種であるスミレコンゴウインコ（ Anodorhinchus 
hyacinthinus）、トリニダートシャクケイ（ Pipile pipile）が見られる唯一の地域。 

② アマンバイ（Amambay）: 面積 9,207 km2（多少起伏有り）、年平均降雨量 1,500‐1,700 mm, 
砂質土、半早落性林、 “cerrados” 、サバンナが広がる。 コビトカイマン（ Paleosuchus 
palpebrosus） が見られる唯一の地域。 

③ アルト・パラナ（Alto Paraná）: 面積 33,510 km2（起伏有り、エンカルナシオン市近くの標

高 70m、Ybytyryzú 山地の標高 760m）、年平均降雨量 1,700 mm、年平均気温 21.8 °C。 
④ Selva Central: 面積 38,400 km2、年平均降雨量 1,600 mm、年平均気温 19 °C、亜熱帯性特

有の高木と平原の混在地域を形成。 
⑤ Litoral Central: 面積 26,310 km2、年平均気温 22°C、年平均降雨量 1,500mm、雑多林から

成る。 
 

2) 調査対象地域の主な保護区と生息可能性のある注目すべき動植物 
 a. 主な保護区等 

図 3.1-3 に示すように、調査対象地域の主な国立公園及び保護区等として、①クリイ国家保護

区域、②モイセス・ベルトニ科学遺産区域、③ニャクンダウ国立公園があげられる。各区域の

概要は次表に示すとおりである。なお、各区域の詳細については、資料編に示す。 
 

表 3.1-1(1) クリイ国家保護区域の概要 

名称 クリイ(Kuri’y) 
現状 国家保護 
GTZ による今後の位置づけ 自然遺産 
法的背景 1973 年 2 月 14 日の政令第 30956 号によって設立 
面積 2,000ha 
計画路線からの距離及び位置 アルト・パラナ県 計画路線から 13.5km 

自然的特徴 
パラグアイで唯一で最後のクリイまたはパラナ松(Aracucaria angustifolia)の
生存区域である。岩石的に興味深い地域である 

社会経済的状況 

■社会経済的状況：当初 2000ha 全てが国有地で、その後 IBR の審議会によ

り保護区として設定された。 
この保護区は、15 年前から農地によって囲まれており、農地拡大の影響を

受けている。既存の面積は約 60ha と推定される。 
■制度及び運営的な現状：制度的なものは一切存在しない。また組織的な

存在を示すものもない。 
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表 3.1-1 (2)  モイセス・ベルトニ科学遺産区域の概要 

名称 モイセス・ベルトニ(Moises Bertoni)  
現状 科学遺産 
GTZ による今後の位置づけ 文化遺産 
法的背景 1955 年 4 月 13 日の政令第 11270 号によって設立 
面積 199ha 
計画路線からの距離及び位置 アルト・パラナ県 計画路線から約 10km 

自然的特徴 

アルト・パラナ森林の見本、水源及び滝を保護するわずかな敷地である。

この地域は、昔作物やアグロフォレストリの試験場として利用されていた

もので、現在敷地内にある植物品種の 60%はベルトーニ学者によって導入

されたものである。 

社会経済的状況 

■社会経済的状況：ここで注目すべきことは、この南部に原住民種族であ

る「ウンブア(Mbya)」が居住していることである。この地域におけるもっ

とも大きな影響は、緩衝地域全体に存在する農業活動である。また、家庭

的な利用ではあるが、薪、パルミット、野生生物の採取が存在している。

現在訪問者は 2500 から 3000 人である。 
■制度及び運営的な現状： 管理計及び運営計画は存在しないが、訪問者へ

の対応計画や環境に対する啓蒙活動、地域の維持活動も実施している。こ

のための基本的なインフラは整備されており、様々な学歴の職員を 3 名抱

えている。現在、保護地域の修復及び改善事業を実施するために提携やプ

ロジェクトが存在している。土地の名義は農牧省である。 

 

表 3.1-1 (3)  ニャクンダウ国立公園の概要 

名称 ニャクンダウ(Ñacunday) 
現状 国立公園 
GTZ による今後の位置づけ 管理資源の保護区 

法的背景 
1975 年 8 月 20 日の政令第 17071 号によって設立、1993 年１月 18 日の政令

第 16146 号によって改定 
面積 2000ha 
計画路線からの距離及び位置 アルト・パラナ県 計画路線から約 1km 

自然的特徴 

アルト・パラナ特有である半落葉樹の密林の見本が残されている地域であ

る。また、景観的にも美しいニャクンダウの滝を保護し、ニャクンダウ河

の水源保護機能も果たしている。この地域での観測は、偶発的なものしか

存在しないため、生物に関する制度的なデータは存在しないが、様々の野

鳥、爬虫類、両生類が存在していると推定されている。また、小型の哺乳

類も存在するとおもわれる。この地域には、希少又は絶滅危惧種、渡り鳥、

特別主は存在しないと推定されている。 

社会経済的状況 

■社会経済的状況：対象地域から報告によると、ウンブア・グアラニー種

族が Agriex の(おそらくは公園内部も含み)森林を狩猟、薪の採取、蜜、野

生の果物の採取に利用している。Agriex の職員やその家族が週末に滝の美

しい景観を楽しみに訪れていることは知られている。年間の訪問者に関す

る統計データはないが、夏季には増加することは知られている。この地域

は、営農及び開墾により毎年少しずつ森林が破壊され、農地へ転換されて

いる部分がある。 
■制度及び運営的な現状：保護区としての設備は存在しないが、Agriex 社

の敷地内にあるため、保護は簡単に行える。 
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図 3.1-3 調査対象地域の保護区等位置図 

 
これらの国立公園には区域境界及び開発規制区域が設定されている。公園内及び規制区域内

の開発にあたっては、「野生生物法」「森林法」等による許可が必要であるが、これらの調整は

環境影響評価法により得られる環境許可で認可される。 

ニャクンダウ(Ñacunday) 国立公園 

モイセス・ベルトニ(Moises Bertoni) 科学遺産区域

クリイ(Kuri’y) 国家保護区域
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 b. 注目すべき動植物 
 パラグアイ国においては、環境影響評価における注目すべき動植物種リストとして、下記の 2
種類の図書を選定基準として用いている。また、JICA 長期専門家（加藤氏）が 1990 年代にパラ

グアイ国のほ乳類の暫定版レッドレストを作成している。 

表 3.1-2 注目すべき動植物種の選定基準となる文献 

選定基準 内容 

①CITES リスト 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」（ the 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora）に記載のある種。各国ごとに種のリストが異なる。 
パラグアイ国検索 http://www.cites.org/eng/resources/species.html 

②IUCN レッドリスト 

自然及び天然資源の保全に関する国際同盟 IUCN（International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources）の作成するレッドリスト。パラ

グアイ国では種のリストではなく、植物群集の貴重度の基準としてのみ活

用している（下図参照）。 
※調査区域周辺には人的攪乱のある森林が一部掲載されている程度であ

り、自然度の高い（CategolyⅠ~Ⅱ）森林は存在しない。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1-4 IUCN によるパラグアイ国における重要な森林区域 
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3.1.2 社会・経済環境の概要 

(1) 人口・社会環境 
パラグアイでは 10 年に一度国勢調査が実施されている。最近の調査は 2002 年に実施された。 

その集計結果は、国全体で約 518 万人、プロジェクト対象地域が位置するアルト・パラナ県は

約 56 万人、イタプア県は約 46 万人でパラグアイ国全体のそれぞれ約 11%、9％、合計で約 20％
を占める。人口増加率は、国全体のと比較するとイタプア県はほぼ同じであるが、ブラジルとの

国境に商都エステ市を持つアルト・パラナ県は 3.2％の増加となっている。 

図 3-2-1 にパラグアイ国全体及び各県の人口等を示す。 

表 3.1-3 人口統計の推移 

出典：Principales resultados del Censo 2002. Vivienda y Población. 
（STP の Web-site：http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones よりダウンロード可能） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1-5 パラグアイ国県境界図 

 

パラグアイ全体人口(人) 2,357,955 3,029,830 4,152,588 5,183,080
年平均人口増加率(%) - 2.5% 3.2% 2.2%

中央県人口(人) 310,390 497,388 866,856 1,362,650
年平均人口増加率(%) 4.8% 5.7% 4.6%

アスンシオン人口(人) 388,958 454,881 500,938 510,910
年平均人口増加率(%) 1.6% 1.0% 0.2%

アルトパラナ県 人口(人) 69,044 199,644 406,584 559,769
年平均人口増加率(%) 11.2% 7.4% 3.2%

パラグアイ全体に占める人口割合 2.9% 6.6% 9.8% 10.8%
イタプア県 人口(人) 201,411 262,680 377,536 459,480

年平均人口増加率(%) 2.7% 3.7% 2.0%

パラグアイ全体に占める人口割合 8.5% 8.7% 9.1% 8.9%
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また、表 3.1-4 に世銀が発表した人口指標等を掲載する。 

表 3.1-4 世銀人口統計資料及び社会指標 

人 口 1999 年 2002 2003 

総人口（百万人） 5.2 5.5 5.6 
平均寿命(年) - 70.8 - 
出生率 (女性 1 人あたり) （人） - 3.8 - 
乳児死亡率(1,000 人中) （人） - 26.0 - 
5 歳以下の死亡率(1,000 人中)（人） - 30.0 - 
HIV 感染率( 15-24 才の女性) （%） - 14.9 - 
識字率 (15 才以上)（%） 93.0 - - 
女性の識字率(15 才以上)（%） 91.8 - - 

出典：World Development Indicators database, October 2004 
 
(2) 経済 
 1) 概況 

パラグアイ経済は、基本的に農牧林業の生産及びその産品の輸出により成り立っている。主

要農産物としては、大豆、綿花、トウモロコシ、小麦、米、キャッサバ、サトウキビ、タバコ、

落花生、マテ茶等があり、特に大豆及び綿花の両産品で全体の半分以上を占めていたが、90 年

代後半に綿花は国際価格の低迷、害虫の発生により栽培面積及び生産量も著しく減少した。こ

れに対し、大豆は好調な国際価格を反映し栽培面積は年々増加し、輸出額に占める割合も 40%
を超えているが、2005 年は干ばつにより大幅に生産量が減少することが予想されている。 

大豆の生産量は、ブラジル、米国、アルゼンチン、中国に次いで世界第 5 位である。国際価

格は高く維持されており、パラグアイ経済を支える主要輸出品の一つである。 

パラグアイ国の貿易構造は、農業関連産品を輸出し、消費財及び資本財を輸入するという典

型的な発展途上国のパターンである。輸入額が輸出額の 1.5 倍以上あり、貿易赤字となってい

る。主要輸出産品は、綿花、大豆、木材、食肉、皮革で、輸出額の 90%以上が農業関連産品で

ある。主要輸入品は機械、電気製品、自動車類、原油・燃料、飲料・タバコとなっている。 

主な輸出相手国としては、ブラジル、オランダ、アルゼンチン、アメリカ合衆国、ウルグア

イ、チリとなっている。一方、主な輸入相手国は、ブラジル、アルゼンチン、アメリカ合衆国、

台湾、日本となっている。 

表 3.1-5 経済指標 

経 済 1999 年 2002 年 2003 年 

GNI, Atlas method (current US$) 8.5 billion 6.5 billion 6.2 billion
GNI per capita, Atlas method (current US$) 1,650 1,180 1,100
GDP (current $) 7.7 billion 5.6 billion 5.8 billion
GDP growth (annual %) 0.5 -2.3 2.1 
Value added in agriculture (% of GDP) 21.9 22.0 21.0 
Value added in industry (% of GDP) 26.0 28.4 27.1 
Value added in services (% of GDP) 52.1 49.6 51.9 
Exports of goods and services (% of GDP) 23.0 19.5 25.1 
Imports of goods and services (% of GDP) 36.7 41.9 43.1 
Gross capital formation (% of GDP) 23.0 19.5 25.1 
Current revenue, excluding grants (% of GDP) 16.6 - - 
Overall budget balance, including grants (% of GDP) -3.3 - - 
GNI：Gross National Income 国民総所得、GDP：Gross Domestic Product 国民総生産 
出典：World Development Indicators database, October 2004 
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2) メルコスール 
メルコスールとは、1991 年 3 月 26 日、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ

の 4 カ国で合意されたアスンシオン条約によって誕生した、財、サービス、生産要素の自由な

流通を目指す共同市場（南米南部共同市場：メルコスール：Mercado Comun del Sur / Mercado 
Comun do Sul） である。1995 年 1 月からパラグアイ、ブラジル、アルゼンティン、ウルグア

イが加盟するメルコスールが発足し、2000 年 1 月 1 日までに域内関税が撤廃され、2006 年 1
月 1 日までに全ての品目につき対外共通関税が適用される。  
パラグアイの貿易に占めるメルコスールの重要性は年々増し､輸出及び輸入とも貿易総額の

50%を占めるに至っている。その内、最大の貿易相手国はブラジルである。対メルコスール貿

易は増加しているが、輸出総額は伸びていない状況である。  
 
(3) 民族・居住地等 
 総人口の約 95%以上が原住民のグアラニー族とスペイン人との混血（メスチゾ）で、残りはヨ

ーロッパ系の移住者、原住民、東洋系等で

ある。 
 特に調査区域となるアルト・パラナ県、

イタプア県には、パラグアイで 8 カ所の日

本人移住地のうちイグアス、エステ、ピラ

ポ、ラ・パス、チャペス、エンカルナシオ

ンの 6 カ所が所在する。 
 このほか、ドイツ系、ロシア系、ポーラ

ンド系の居住区がある。 
 現在のパラグアイにおける日本人移住

者は約 7,000 人であり、パラグアイ全体の

0.14％であるが、主要農産物の一つである

大豆の全生産高の 7％は日系農家で生産さ

れており、今では同国の輸出総額の約 40％
を占めている。特に日本人移住者によって

取り入れられた「不耕起栽培」は、非常に

高い生産性を誇っている。 
 また、それまでは輸入に頼っていた小麦

も、現在はその 3 割程度が日系農家によっ

て生産され、国内自給及び輸出を行ってい

る。 

図 3.1-6 パラグアイ国の日本人居住地 

出典：パラグアイ日本人会連合会資料 
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3.1.3 自然条件に係るデータ 

 自然条件及び環境関連に係るデータは下表に示す機関で入手可能である。 

表 3.1-6 自然条件に係るデータとその入手先 

データの種類 入手先 内容等 

①地形図関連資料 
軍 地 理 院 （ Direccion del 
Servicio Geografico Militar）

地形図（1/100 万、50 万、25 万、10 万、5 万）、

道路地図（1/25 万）、主要都市地図（1/1 万）、

地質・ 水文 地図（ 1/100 万）、 航空 写真

（1/2,000-1/500） 

②気象データ 国防省（MD） 
雨量、気温、気圧等 
測候所：エンカルナシオン、エステ、ラ・パス、

ポルトフランス 

③河川流量 ANNP 

測定地点：パラナ川 
エンカルナシオン、イタイプダム、ジャスレタ

（ヤシレタ）ダム、パラナ川・パラグアイ川合

流点 
④地形・地質データ SEAM 土地利用、土壌分類図（GIS データ） 
⑤少数民族データ STP、JICA 事務所 少数民族住居区域 
⑥CITES登録動植物種 MOPC CITES ユニット 登録種リスト、生息エリア図 
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3.2 環境行政・法規 

(1) 環境行政・組織 
1970 年以前は、環境政策は、農業政策や農業改革政策の一環として行われ、1970 年から 1990

年まで、環境政策はパラグアイの林業政策の一部となって機能していた。 

1990 年代に入り、リオデジャネイロで開催された国連の環境と開発に関する大会(CNUMAD)
を契機として、自然資源及び環境保護政策（1992 年）、自然資源及び環境に対する国家政策の指

針（1996 年）を経て、2002 年に国家環境政策策定のための一般的指針(PNA)が策定された。 

環境行政組織としては、2000 年に法律第 1516/00 によって、国家環境制度(SISNAM)が設立され

ている。環境庁(SEAM)と国立環境審議会(CONAM)が、パラグアイ国民と環境に関する問題を解

決し、環境政策の目的を、効率的に有効性をもって実施する組織である。 

このほか、パラグアイ国の環境関連組織としては、公衆衛生規制団体（ERSSAN）、国家環境衛

生局（SENASA）、衛生施設公社（CORPOSANA）、企画・調整庁（STP）等があげられる。 

SEAM の組織図を図 3.2-1 に示す。また、環境関連機関の組織名と役割を表 3.2-1 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2-1 SEAM 組織図 

 

国家環境システム 
（SISNAM） 

国家環境庁 
（SEAM） 

国家環審議会 
（CONAM） 

総 務 
（General Secretary） 

法律補佐 
（Law Assessor） 

技術補佐 
（Technical Assessor）

内 省 
（Internal Affairs） 

環境管理部 
（Environmental 

Management Directorate） 

環境資源管理部 
（Environmental and 

Natural Resources Quality 
Control  Directorate） 

生物多様性保全部 
（Protecting Conservation 

of Biodiversity 
Directorate） 

水資源保全部 
（Protecting and 

Conservation of Water 
Resources Directorate） 

運営部 
（Administrative Directorate） 

政策計画部 
（Strategic Planning 

）

秘書官 
（Private Secretary）
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表 3.2-1 環境関連機関の役割 

組織名 役割 

国家環境審議会 
（CONAM ： 
National 
Environmental 
Council） 

CONAM は、環境政策を協議・決定する行政機関である。省庁、政治団体、自治体の環境部署の

代表者、民間の産業団体、及び環境分野非政府団体の代表者によって構成されている。国家環境

庁（SEAM）長官を議長とする。CONAM は国の環境政策を策定、監督、評価する機能を持ち、

少なくとも年 3 回の会合を持つと規定されている。 

国家環境庁 
（SEAM） 

SEAM は、環境政策の策定、調整、実施及び監督業務を行い、次の 4 つの総局によって構成され

ている。 
·環境管理総局：管理局及び環境情報局によって構成されている。国土の環境整備に関する、政策、

事業や計画の策定、調整及び監督を実施、分野や国際的な連携を担当。環境啓蒙普及事業を実施

しており、国際的な交流を維持し、国立環境情報システムの更新を行っている。 
·環境品質及び自然資源管理総局：環境品質局、環境アセス局によって構成され、環境影響調査に

かかわる活動、事業、計画の策定、調整、監督、評価及び実施を、地方自治体と共同で行い、こ

れに伴う許可、管理、監督及び環境品質管理を実施している。 
·生物多様性保護及び保全総局：野生生物管理局、生物研究局、パラグアイ自然史博物館、漁業局、

保護区域局によって構成されており、国有地にある森林及びそのたの保護区の設置、管理、運営、

監督及び警備を行い、狩猟、飼育、野生生物の流通及び物流管理等生物多様性の保護や利用に関

する戦略を策定し、公設及び私設保護区を含み、国家野生生物保護区制度を設ける。 
·河川資源保護・維持総局：河川資源管理局及び流域局によって構成されており、総合的な流域管

理観点から、河川の現状に関する診断の策定と監督を所管としており、河川資源の持続的利用に

関する規制、措置や活動の提案、国家の河川政策を実施するために他分野及び様々な所管を超越

した管理組織の形成の促進を行っている。 

公共事業通信省環境

ユニット 

MOPC の環境分野における活動は環境ユニット及び河川資源部を通じて実施されている。環境ユ

ニットは、公共事業通信官房所管の部署である。道路事業の環境調査(EIA)とこれらの事業で発生

する環境影響緩和措置計画の監督を担当している。道路事業において環境に関する課題を取り入

れる必要性から、1991 年に設立されている。 
環境影響評価法である法律第 294/93 号では、大半の道路事業において、環境影響評価(EIA)が義

務付けられている。この法律は、政令第 14281 号によって催促が制定されており、この中で、環

境評価及び管理手段に関する義務が定められている。 
EIA、環境影響描写(RIMA)は、環境管理計画(PGA)は、環境ユニットが所管する事業の中で重要

な位置づけとなっており、道路事業の計画、設計、実施、監督及びモニタリングのガイドライン

となっている。 
道路事業の施工段階で発生し得る潜在的な環境への直接的な悪影響については、一般環境技術仕

様書(ETAGs)及び特別(ETAPs)によって規制されており、後者は特定事業に関連したものであり、

道路の 終的な設計段階において、環境保護のために地域特有、または特定路線特有の設計のた

めに策定されたものである。 
一般環境技術仕様書の目的は、国の全ての道路水準において環境を保護することであり、設計の

コンサルタント、道路施工会社、維持会社、監督コンサルタントによって遵守されなければなら

ない。対象事業は新規、修復、維持、国道、県道、農道を問わず、対象事業の許可に関する環境

影響評価の提言実施義務を損なわない。 
一般環境技術仕様書(ETAGs)は、道路事業の様々な段階(妥当性、設計、施工、道路の維持管理)
における環境管理基準であり、公共事業・通信省(MOPC)が所管する道路事業の妥当性調査、設

計、施工及び監督の入札や契約の一部の資料となっている。国内の道路事業において影響を受け

る地域の環境への影響を 小限にくい留めるために、その遵守を(時間及び方法)義務づけている。

ETAGs は、道路事業の様々な段階にといて、遵守すべき環境技術基準を明確、妥当な範囲で定め

ることを目的しており、特に施工段階や道路施工業者による活動の終了時に、MOPC が環境ユニ

ットを通じて行う監督により講じる措置を明記している。 
環境技術基準は道路事業に関連する活動に環境的コストの発生を予防し、事業の長期的な観点か

ら環境的にも持続性を確保し、環境へのポジティブなインパクトを助長するものである。 

国立資源保護委員会 
(CONADERMA) 

国会所管の官民混合型の組織であり、1990 年に設立され、２名の上院議員、２名下院議員、６名

の省庁、SEAM、企画庁(STP)、自治体、民間及び非政府組織(NGO)によって構成されている。環

境分野で活動する組織の活動を指導及び調整し、資源や環境の保護を目的とした効率で効果的な

活動を実施、環境の保護を使命としている。 
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組織名 役割 

公衆衛生規制団体 
（ERSSAN） 

公衆衛生規制団体は法律第 1614/2000 号を根拠法とし、給水関連の法規の策定、給水システムの

監督を所管する独立行政法人である。法律に規定された事項に関して、県、市町村も公衆衛生規

制団体の理事会に投票権なしで参加することが許されている。法律では、民間および地方公共団

体による給水システムの条件を定めており、未処理の上水、下水とも規制対象としている。 
衛生施設公社（CORPOSANA）は将来民営化されるが、CORPOSANA の業務に関連する環境賠

償責任に関しては民営化のコストとして見積もられていない。国家環境衛生局（SENASA）は公

衆衛生規制団体法に基づき、人口 1 万人未満の自治体を所管する。 
国 家 環 境 衛 生 局
（SENASA ： 
Servicio Nacional de 
Saneamiento 
Ambiental:) 

国家環境衛生局は公衆衛生規制団体が所管しない区域の水域の水質管理と有害化学物質、医療廃

棄物、廃棄物 終処分場を所管する。 

企画･調整庁 
（ STP ： Secretaría 
Técnica de 
Planificación de la 
Presidencia de la 
República) 

企画・調整庁は、国家経済政策を策定する権限を持ち、国際協力事業の計画･推進、環境関連事業

に関して中央政府間の調整を所管している。2001 年 3 月 STP は国家経済社会戦略を発表し、地

域開発とともに、農業の近代化、観光の振興を主要な開発戦略とした。また、“Agenda 21 Program”

の実施計画策定にも携わった。企画・調整庁社会環境政策局が環境問題を担当しており、保護区

管理、林業･農業技術を加味した持続可能な開発に努力している。国家環境庁の設立 
は環境行政上、重要な一歩となった。 

環 境 犯 罪 取 締 局

（Unidad 
 Especializada en 
Delitos contra el 
Medio Ambiente） 

法律第 716/96 号に規定された環境犯罪を取り締まる検察官の組織。調査は、同局環境部により

実施される。 

環 境 管 理 局

（Dirección 
 General de 
 Control de la 
 Gestión Ambiental） 

環境管理局は、国家総合監査局（CGR）の下部組織で,公共施設の環境管理を所管している。 

市町村 

市町村の所管は改訂中の法律第 1294/87 号で規定されている。一般の地方自治体所管の環境関連

事業は、自然資源の保全、保護区の設定、環境保全活動の調整、都市清掃、廃棄物収集・処分、

給水・下水処理（市町村以外のサービス提供がない場合）、住民の健康の促進などである。これに

加え、首都アスンシオン市や主要都市には、 
公衆衛生、観光を含む環境関連の条例を制定している。中には、NGO による環境教育を促進し

ているものもある。 
市町村の活動としては、特に、緑地創造、固形廃棄物収集が重要である。一般に、廃棄物処分に

対する市町村の対応は遅れている。首都圏の都市連合(Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo, 
Lambaré, Capiatá, VillaElisa 市)は、深刻な廃棄物処分問題を抱えており、2003 年 4 月以降の廃棄

物 終処分場の確保はまだなされていない。首都圏の都市は、1998 年に日本の援助で、首都圏固

形廃棄物管理公社を設立した。パラグアイ全国に市町村は 223 存在し、その内人口 10 万人以上

と以下では、予算、組織、管理能力の面で格差がある。 

県 

県は主に県レベルの開発計画を策定し、2 つ以上の市町村にまたがる場合の行政サービスを所管

する。また、市町村税である不動産税の 15％と一部中央政府からの交付金を財源としている。県

の環境課は市町村のそれと同様の権限を有しているが、市町村を法的に拘束する条例を制定する

権限は県にはない。中央県環境部は、都市・農村総合管理計画（未公開）を策定し、環境教育セ

ンターを設立した。 

出典・参考資料：Country Profile on Environment Paraguay JICA, December 2001 
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図 3.2-2 企画･調整庁（STP）の組織図 

 
(2) 環境関連法 
 本事業が関連すると考えられる環境関連の法規として下記があげられる。 

表 3.2-2 パラグアイ国 主要環境関連法 

法律名 施行実施状況等 本事業関連内容 

1914 年 法律第 93 号 
鉱物法 不明 土取場、採石場の許

可関連 

1973 年 法律第 422 号 
森林法 

・ 森林の伐採にあたっては許可が必要 
・ 河川、沢、水源及び湖の保護のため 低両岸から 100m 幅の

森林帯を残す必要がある。 
・ 道路と隣接する区域が傾斜地である場合、農地・森林の伐採

は禁止される。 

拡幅、新設箇所の森
林伐採等 

1992 年 法律第 95 号 
野生生物法 

・ 河川・湖沼等の改変は環境影響を検討する必要がある。 
・ 自然公園、保護区の開発にあたっては、許可が必要である。 

開発規制区域の規制
について確認し、許
可を得ること。 

1993 年 法律第 294 号 
環境影響評価法 

・ 道路事業全般、施設面積 5,000 ㎡を超える建造物、土取場・
採石場は EIA が必要とされる。 

・ MOPC においては数件の実績がある。JBIC 案件（現在実施
中の国道 2・7 号）についても EIA 実施済み。 

・ 環境影響評価の各項目の基準については、「環境影響評価を
実施するに当たり、公的な基準値が存在しない場合には、国
際条約及び当該法令の一般的な理論に基づくものとする」と
されている。 

SEAM が求める手続
きを実施し、環境許
可書を受領するこ
と。 

1996 年 法律第 716 号 
環境に対する犯罪の
罰則をさだめるもの 

以下の者に禁固刑、罰金、実刑が科せられる。 
・ 環境影響評価において虚偽のデータを利用、実際の調査を偽

造した者。 
・ 環境影響の緩和対策に関して法的義務を実施しなかった者。 
・ 国立公園の河川付近での犯罪行為。 

 

その他次のような法律について F/S 段階で確認し、事業実施にあたって事前に整理を行う日露用がある。 
1986 年 政令第 18831 号 環境保護規制を制定するもの 
1994 年 法律第 352 号 野生保護区法 
1995 年 法律第 779 号 炭化水素物法 
1997 年 法律第 1095 号 自然資源保護措置を導入するもの 
1997 年 法律第 1100 号 騒音公害防止法 
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(3) 環境関連団体（環境関連コンサルタント含む） 
 環境保護関連活動は、1940 年代にパラグアイ動植物保護協会の設立により始まっている。 

その後、1970 年代に入り、自然保護協会(PRONATURA)が設立され、長期間にわたり民間組織

で、環境分野で活動した唯一の NGO であった。80 年代半ばから後半にかけて、1989 年の民主

化の到来より、その他の組織が形成され、環境に関連する NGO が次々と設立されている。 

環境に関する行政組織の設立は、環境保護に従事する非政府団体の活動によって支援されてい

る。現在これらの数は増加傾向にあり、1990 年から 1991 年に大きく成長し、社会の様々分野か

らの参加を促している。 

現在では、20 以上の NGO が、野生地域の保護と管理、保護区付近又は環境的に特別な区域付

近の定住地における住民活動、環境法及び環境経済、環境教育及び啓蒙普及、生物的商業、気候

の変化、砂漠化、自然資源管理に関する分権及び地方自治体強化等を取り扱っている。 

これらの NGO の中でも規模と能力から も卓越しているのは：モイセス・ベルトニ財団、ア

ルテル・ビダ、環境法及び経済院(IDEA)、Sobreviencia、Gyra Paraguay、アスンシオン首都圏公

団(REMA)等である。 

また、これらの環境関連 NGO の一部はンサルタント活動を行っている。 

特に環境影響評価においては、SEAM に登録した一定の調査能力と経験を持つコンサルタン

トだけが環境調査及び環境影響評価報告書の作成ができる。 

代表的な環境コンサルタントも可能な NGO は次のとおりであり、本格調査段階においては次

のようなコンサルタントとの随意契約による調査実施が望ましい。 

表 3.2-3 パラグアイ国における環境関連 NGO の一例 

機関名 所在地 連絡先 

ALTER VIDA Centro de Estudios y Formación 
para el Ecodesarrollo 
(Research and Training Center for the 
Ecodevelopment) 

Itapúa Nº. 1372 entre 1er 
Presidente y Río Monday 
Asunción 

595 (21) 298.842/3、595 (21) 298.847 
altervida@mmail.org.py 
info@altervida.org.py 
direccion@altervida.org.py 

GUYRA PARAGUAY  
(Paraguayan Birds) 

Cnel. Rafeal Franco Nº 381 
Asunción 

595 (21) 227.777 
guyra@highway.com.py 
ayanosky@guyra.org.py 

Instituto de Derecho Ambiental –IDEA 
 (Environmental Law Institute) 

Nicanor Torales 150 casi Mcal. 
López 
Asunción 

595 (21) 662.543 
idea@pla.net.py 

Servicios Ecoforestales para Agricultores- SEPA 
(Eco Forestal Services for Farmers) 

Padre Cardozo 331 – Depto. 6 
Asunción 

595 (21) 200.324 
sepa@uninet.com.py 

Fundación para la Ecología y el Desarrollo 
–FUPED  
(Ecology and Development Foundation) 

Carmelo Peralta casi Juan E. 
O’Leary y Prof. Juan Ángel 
Benítez Coronel Oviedo 

595 (0521) 203.958 
595 (21) 202.338 
595.(21) 203.921 
fudep@rieder.net.py 

FUNDACION VIDA SILVESTRE (Wild Life 
Foundation) 

Tacuary nª 942 Asunción 
595 (21) 449.554 
raultuma@quanta.com.py 

Fundación Moisés Bertoni  
(Moisés Bertoni Foundation) 

Prócer Argüello 208 casi Mcal. 
López Asunción 

(21) 600.855 
mbertoni@mbertoni.org.py 
ncardozo@mbertoni.org.py 

Fundación DeSdelChaco (Chaco Sustainable 
Development Foundation) 

Algarrobo esq. Deportivo 
Chaco Central 

0981 – 2235 
fdschaco@telesurf.com.py 

GEF(Global Environment Foundations) Ing. Felipe Barboza 
310 – 379 / 612 182/4 
0981 416 602 
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3.3 環境影響評価に係る規定 

 (1) 環境影響評価に関する法令 
環境影響評価に関しては、環境影響評価に関する法律（法律第 294/93 号）に規定されている。

法律によれば、環境影響とは「生物全般、生物多様性、自然資源または環境資源の質または量お

よび利用、福利、健康、個人の安全、慣習、文化遺産、及び生活環境にポジティブまたはマイナ

ス、直接的または間接的な影響を及ぼす人間の事業または活動が引き起こす全ての環境変化」と

し、これらに対して環境影響評価を義務としている。 

 本法律の主な内容は次に示すとおりである。 

 表 3.3-1 環境影響評価法（法律第 294/93 号）の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 このうち、第 7 条に示す環境影響評価が求められる事業の一覧は次のとおりであり、今回要請

書にある道路整備（舗装化）及びそれに伴う土取場・採石場の設置及び港湾施設整備は環境影響

評価が必要とされている。ただし、 終的な EIA 実施の有無及び内容は、SEAM によって判断さ

れる。SEAM の判断根拠は、対象事業の規模、公共性、影響の程度であり、道路事業の場合は、

舗装が砂利または石畳の場合は環境緩和措置のみで認可が得られるが、アスファルト舗装の場合

は、本格的な EIA が要請されることが多いと言われている。 

 このほか、MOPC においては、環境影響評価法の制定にあわせて、「公共事業のための環境に対

する技術規定（Especificaciones Ttecnicas Ambientales Generales Para Obras Vialesetag）」を 2004 年に

策定しており、これらの技術規定を 低限満たす必要がある。 

第 1 条：環境影響評価の義務及び定義 
第 2 条：環境影響評価の対象 
第 3 条：環境影響評価が含む内容 

事業の概要、社会経済的な重要性及び国家・県政府・地方自治体の政策との連係、持続的な開発政策への適応

及び土地・都市・技術規制への適応、定量的影響予測結果（直接・間接的、相互影響等）、環境運営計画、マイナ

ス影響の保護・修正・緩和対策、予定される賠償及び補償、利用される監視・モニタリング・管理手法または手段、

環境影響評価（本編・概要版） 
第 4 条：環境影響評価の実施体制 
第 5 条：提出書類 
第 6 条：行政機関の責務 
第 7 条：環境影響評価が求められる事業 
第 8 条：環境影響評価手続き 
第 9 条：除外事項 
第 10 条：環境影響評価が終了時の発行書類 
第 11 条：環境影響申告の効力 
第 12 条：環境影響申告の必要性 
第 13 条：環境影響評価が示す情報の信憑性に疑問が生じた場合の措置 
第 14 条：環境影響評価に含まれるデータの意図的な隠蔽または偽造、さらに本法に違反する目的で行われるプロジェ

クト実施の変更について 
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表 3.3-2 一般に環境影響評価が求められる事業の一覧 

法律記載内容 関連する本事業における活動 

第 7 条：環境影響評価が求められる事業 

a)  居住地、植民地、分譲地、及びこれらの都市計画基準 

b)  農業、牧畜、林業、牧場開発 

c)  如何なる種類もの工業コンビナート及び工業ユニット 

d)  固形鉱物の地表または地下での採掘と加工 

e)  化石燃料の採掘と加工 

f)  水・石油・ガス・鉱物・排水・工業排水ダクト 

g)  水利事業全般 

h)  発電所と送電線 

i)  木炭及びその他エネルギー製造とこれを利用する活動 

j)  都市及び工業廃棄物の収拾・処理・ 終処理 

k)  道路事業全般 

l)  港湾事業全般及び操業システム 

m)  滑走路及び操業システム 

n)  倉庫及び操業システム 

o)  自動車修理工場、鋳造作業所、その他外部に影響を与え

得る作業所 

p)  建設・森林伐採・発掘事業 

q)  危険物質の生産、流通、輸送 

r)  外来種の移入、天然林・野生動植物の開拓、漁業 

s)  規模によって環境影響を及ぼしかねない事業または活動

 

 

 

 

→土取場、採石場 

 

 

 

 

 

 

→道路舗装・拡幅・新設、橋梁等 

→港湾施設整備 

 

 

 

 

→全事業（上記全て） 
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(2) パラグアイ国の環境影響評価の手続き及び JICA 環境社会配慮ガイドラインとの関係 
パラグアイ国環境影響評価手続き及び JICA 環境社会配慮ガイドラインの手続きの関係は下図

に示すとおりである。 

 パラグアイ国の環境影響評価法によれば、いずれの道路事業、港湾整備事業においても EIA が

必要と記載されているが、実際はその立地、事業の性格、影響の程度を考慮して SEAM が EIA の

必要の有無と EIA 実施内容を決定している。 

このため、本予備調査段階においては、計画路線・規模、港湾整備等の詳細計画が決定してい

ないため、実質的には環境影響評価の必要性は、本格調査（開発調査 F/S）における基本設計レベ

ルをもとに SEAM の判断により判定される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3-1 パラグアイ国 EIA 手続きと JICA 環境社会配慮ガイドラインの関係 
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(3) 本格調査時における環境社会配慮手続きと実施体制 
ここでは前図をもとに本格調査時（F/S）における調査団の環境社会配慮関連活動とその期間等

について示す。 

なお、現時点では本事業は JICA 環境社会配慮ガイドラインにおいて「カテゴリーB」の環境影

響と想定し、かつパラグアイ国で本格環境影響評価が要請されるものと想定した。 

本格調査団により実施が想定される環境社会配慮関連手続きの内容と手順は次のとおりである。 

① プロジェクトの概要の決定 
本格調査団は先方政府との協議により調査対象内容（代替案を含む計画路線、対象港湾等）

を決定し、調査対象地域を踏査する。 
② スコーピングの実施 

プロジェクト概要、環境予備調査（予備調査結果）をもとに調査すべき項目及び内容等に

ついて決定する。 
③ 初期環境調査の実施 

先方政府と共同で現地踏査（簡易な現地調査含む）、既存文献調査による初期環境調査を実

施し、影響の程度の予測、ミティゲーション方策等についてとりまとめる。 
④ カテゴリー分類のための第 2 回スクリーニング 

初期環境調査の結果をもとに JICA ガイドラインに基づく第 2 回スクリーニングを実施する。

（現時点ではカテゴリーB と想定） 
⑤ F/S への反映 

初期環境調査結果を F/S に反映させ、環境社会配慮上問題のないことを確認する。 
⑥ プロポーザルの提出（パラグアイ国 EIA 手続きの対応） 

①の段階において、パラグアイ国 EIA 手続きの初期段階となるプロポーザル及びクエスチ

ョニア回答書を提出する。 
⑦ パラグアイ国環境影響評価の実施 

SEAM の TOR に従った環境影響評価を実施する。 
⑧ F/S への反映 

SEAM 及びその他からの意見を F/S に反映させる。 
  
以上の活動と実施機関を次表にまとめて示す。 
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表 3.3-3 本格調査時における環境社会配慮手続きと実施体制 

実施機関 該当手続き
実施項目 実施内容 

パ国 JICA パ国 JICA

①プロジェクトの概要の決定 
道路線形、対象港湾、改変範囲、計画

交通量等 
  ○ ○ 

②スコーピングの実施 
プロジェクト概要と環境予備調査結果

に基づき実施 
   ○ 

③初期環境調査（IEE）の実施 
スコーピングに基づいた初期環境調査

の実施 
○ ○  ○ 

④カテゴリー分類のための第

2 回スクリーニング 
IEE の結果から想定される影響の程度

をカテゴリーA,B,C に分類（B 想定） 
○ ○  ○ 

⑤F/S への反映 
IEE 結果を F/S 内容に反映しながら調

査を進める 
○ ○  ○ 

⑥プロポーザル（プロジェク

ト概要書）、クエスチョニ

ア回答書の提出 

プロジェクト概要等、「パ」国様式で定

められた内容を記載し、SEAM へ提出
○  ○  

EIA の必要性判断 SEAM、その他関連機関による EIA 必要性判断（EIA 必要と想定） 
⑦環境影響評価の実施 F/S の内容に整合した計画書の作成 ○ ○ ○  

⑧F/S への反映 
SEAM からの 終意見等を F/S に反映

させる 
○ ○ ○ ○ 

  
また、MOPC 環境ユニットへのヒアリングの結果、想定される各活動期間は次のとおりである。

しかしながら、MOPC における EIA の経験は数件のみであることから、環境ライセンス取得まで

に要する期間は、想定よりも延びるものと考えられる。このため、F/S 段階では MOPC 及び SEMA
との十分な協議、農牧省（旧 SEAM 保持機関）への協力要請等により計画的かつ戦略的に手続き

を進める必要がある。 

また、必要に応じて SEAM や MOPC 環境ユニットへの技術的支援も行う必要がある。 

表 3.3-4 環境影響評価手続きの期間と想定スケジュール 

月数 
手続き内容 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
想定必要月数 

①プロジェクトの概要の決定             -
②スコーピングの実施             0.25
③初期環境調査（IEE）の実施             1.0
④カテゴリー分類のための第

2 回スクリーニング 
            0.25

⑤F/S への反映             -
⑥プロポーザル（プロジェクト

概要書）、クエスチョニア回

答書の提出 
            1.0

SEMA による EIA の必要性判

断と TOR 発行 
            1.0

⑦環境影響評価の実施（手続き

含む） 
            5.0

⑧F/S への反映             
合計（開始 1 年次 7－終了 2） 約 7~8 ヶ月程度
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(4) 土地収用・住民移転に関する法令等 
MOPC 環境ユニットにおけるヒアリング結果によれば、土地収用・住民移転に関しては、以下

の手順で実施される。 

①測量の実施（公共事業通信省） 
 測量を実施し所有権の有無を確認する。 
②査定実施（公的査定担当局） 

測量により私有地であることが判明した場合は、同局の不動産部門が土地価格の査定を行い土

地所有者との交渉を行う。所有者が売却を断った場合は、国会で個別（事業別）に特別収用法が

閣議採択され強制執行される。 

また、不法占拠者が居住している場合は、法廷裁判が開催され、警察により強制撤去が行われ

る。不法占拠者の場合は、移転地補償及び建物材料代等いずれも補償されない。このため不法占

拠者の強制移住においては問題になることが多いと言われている。 
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3.4 環境予備調査 

(1) 環境予備調査の目的 
 本環境予備調査の目的は次のとおりである。 

① 要請対象地域を環境社会配慮の視点から踏査を行い、本プロジェクトにおいて想定され

る活動または投入が各環境要素に及ぼす望ましくない影響を想定するとともに情報不足

（プロジェクト活動の詳細内容未確定、対象地域のデータ不足）により影響の程度が予

測不可能である項目を明確にする。また、プロジェクト全体が及ぼす環境への影響の程

度を総合的に評価・分類すること。（スクリーニング） 
② 本プロジェクトにおいて想定される活動・投入において必要と思われるミティゲーショ

ン方策、調査すべき項目・内容を明確にすること。（スコーピング） 
 

(2) 対象項目 
本プロジェクトにおける環境社会配慮の必要性を検討するにあたって、次の 2 つを出典として

取り扱った。 

 ① JICA 環境社会配慮ガイドライン（2004 年 4 月、JICA） 
 ② 環境影響評価に関する法律（法律第 294/93 号） 

 ただし、「パ」国における法律では現時点では対象項目が設定されていないことから、本プロジ

ェクトが及ぼす可能性のある対象項目は、主に JICA 環境社会配慮ガイドラインを参考に次のとお

り設定した。 

表 3.4-1 選定した環境影響対象項目 

【社会環境】 

1.非自発的住民移転、2.雇用や生計手段等の地域経済、3.土地利用や地域資源利用、 

4.社会関係資本や地域の社会組織、5.既存のインフラや社会サービス、6.貧困層や先住民族など社会的に

脆弱なグループ、7.被害と便益の分配や開発プロセスにおける公平性、8.ジェンダー、9.子どもの権利、

10.文化遺産、11.地域における利害の対立、12.公衆衛生、14.HIV/AIDS 等の感染症、15.水利用・水利権、

16.事故の増加 

【自然環境】 

17.地球温暖化、18.生態系及び生物相、19.特徴的な地形・地質、20.土壌流亡、21.地下水、22.水文状況、

23.沿岸水域（マングローブ林等）、24.気象、25.景観 

【 公 害 】 

26.大気汚染、27.水質汚染、28.土壌汚染、29.廃棄物、30.騒音・振動、31.地盤沈下、 

32.悪臭、33.河川・湖沼・海洋の底質 

出典：JICA 環境社会配慮ガイドライン（JICA, 2004 年 4 月） 
 
(3) 環境予備調査の範囲と調査方法 
① 調査範囲 
調査範囲は、要請対象となっている道路（約 315km）及び 8 カ所の港湾とした。 

② 調査方法 
調査範囲と調査日程の関係上、調査は道路部分については車両により移動しながらの目視調

査を実施した。また、港湾については、原則的に港湾関係者による説明を受けながら一部を踏
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査し確認した。ただし、2 カ所（La Paloma 港、Triunfo 港）の港については、民間企業（Cargill
社）の情報管理のため立ち入りを禁止されており踏査できなかった。 

③ 環境の概要 
第 1 章で記述した通り、今回の調査では、調査対象範囲を 7 つの地区に分類した。7 地区の環

境の概要は次のとおりである。 

(1) パラナ沿岸道路北側（Este－Otano 区間） 
 この区間の計画路線は、送電線下部の国有地となっている。起点（国道 7 号接続地点）か

ら 3 キロ程度までは、国有地は送電線から両側各 50m（合計 100m）となっているが、不法占

拠住宅が国有地内に点在している。 

 
起点付近の状況 起点から数キロ地点（河川で行き止まり） 

また、10 キロのところから Otano 付近までは、送電線下部は大豆畑として利用されている。

地形は台地部分と谷部分に分けられる。台地部分の土地利用のほとんどは大豆、メイズ、綿花

畑として利用されている。谷部分は、湿地となっており森林が点在している部分もある。前述

した Nacunday 国立公園も台地地形から緩やかに傾斜した谷部分に残存している。 

計画路線は、Nacunday 国立公園を通過しないが、国立公園に接続する河川を通過しているこ

とから、工事時は濁水を発生させないことや森林伐採範囲の 小化等の措置が求められる。こ

れは野生生物保護法や森林法等の遵守の点からも求められる措置である。 

  
電線下部の大豆畑 国立公園西側を通過する計画路線 

 (2) パラナ沿岸道路南側（Otano－Natalio 区間） 
 この区間は、ほとんどが農地となっており、沿道の住居は極めて少ないが、時折学校や教

会と思われる施設が見られた。なお、自然環境に関しては、森林が点在しているがほとんどが

二次林（人間活動により形成された森林）であり、保護区等は存在しない。谷部には数メート

ル規模の河川が流下しており、その周辺は河畔林がみられるところもある。 
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Natalio 付近（終点から起点側方向） Natalio-Otano 中間地点付近 

 (3) Otano 合流地区 
 計画路線は未確定だが、Mayor Otano 市街地を含む小規模な集落等を通過することとなる。

そのため、住民との調整が必要となる。また、沿道には学校、境界等の施設も散見された。自

然環境に関しては、ほとんどが農地と二次林であった。 

 
15 号延伸部起点（Otano 合流から Naranjito 方向） 合流地点 

(4) 15 号線予定ルート東側（Otano-Naranjito） 
 Otano 合流地点からジュース工場（Frutica）までの計画路線上の地形は、ほとんど台地であ

り、土地利用も大豆畑がほとんである。周辺には、原生林と思われるパッチ状の森林が見られ

るが沿道にはなかった。住居、学校・教会等の公共施設はほとんどみられなかった。 

 
周辺土地利用（遠方にパッチ状の原生林） 東西区間分け地点となるジュース工場 

 
 (5) 15 号線予定ルート西側（Otano-Naranjito） 
 ジュース工場から国道 7 号合流点（Narannjito）までは平坦な大豆畑が続いており、路面は

石畳舗装が行われている。住居、学校・教会等の公共施設はほとんどみられなかった。 
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石畳舗装状況（周辺は大豆畑） 接続する国道 7号（ベジャビスタ市） 

 (6) 港湾アクセス道路 8 ルート 
①Tres Fronteras 港 
接続道路は、エステ市の居住区の生活道路であり、沿道には多くの住居が存在する。現

道はほとんど石畳で舗装されており、道路幅員は、数メートルから10m程度の区間もある。 
Fronteras 港周辺には、住居及び公共施設等はない。周囲は原生林で囲まれている。 

 
Fronteras 港までの接続道路（住居地区を通過） Fronteras 港（対岸はブラジル） 

■港湾調査票まとめ（管理者ヒアリング結果） 
項目 内容 項目 内容 

港名 Pto. Tres Fronteras 所有者（建設者） OTS 合弁会社（パラグアイと
アルゼンチンの民間会社） 

位置 S 25°35.136’ 
W54°35.820’ 管理者 同上 

主な施設及び面積 サイロ、シューター 繁忙期 大交通量 データあり 
パラナ川幅員・水深(m) 600m・50m 施設位置標高（m） 147m 

備考 
・ Tres＝3 つの、Fronteras＝Opposite 本地点は、パラグアイ、ブラジル、圧前チ

ンが対岸に見ることができるため、このような地名となっている。 
・ 訪問時間：2005.3.1 9:00 

 
②Torocua 港 
接続道路は、主に大豆畑を通過している。周辺には、Nacunday 国立公園周辺を含むパッ

チ状の原生林及び二次林（マツ林）が見られる。一部沿道に住居がみられるがその数は極

めて少ない。Torocua 港周辺には住居及び公共施設等はない。周囲は原生林で囲まれている。 
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港に入るゲート（周囲は二次林） Torocua 港（周囲は原生林や二次林） 

 
■港湾調査票まとめ（管理者ヒアリング結果） 

項目 内容 項目 内容 

港名 Pto. Trocua 所有者（建設者） Agrotoro SA 

位置 S 26°07.611’ 
W54°39.876’ 管理者 同上 

主な施設及び面積 サイロ（貯蔵能力：
25,000t）、シューター 繁忙期 大交通量 150 台／日（26t トラック）

パラナ川幅員・水深(m) 540m・70m 施設位置標高（m） 127m 

備考 

・ サイロは、40t/h、50t/h、60t/h の 3 種の能力を持つ施設がある。 
・ バージは、照明施設がないため夜間は動かず、途中の港で係留する。 
・ 3~5 月は、通常フル稼働であるが、2005 年は干ばつの影響で品質の良い大豆

が入ってこない。このため稼働状況が悪い。 
・ 訪問時間 2005.3.1  12:00 

③Carlos A. Lopez 港 
接続道路は、一部市街地を通過している。沿道には一部住居や公共施設がある。 
Lopez 港周辺には、住居及び公共施設等はない。周囲は二次林・原生林で囲まれている。 

 
Mayor Otano 港からの眺望 Lopez 港のシューター 

■港湾調査票まとめ（管理者ヒアリング結果） 
項目 内容 項目 内容 

港名 Pto. Calros Lopez 所有者（建設者） UABL（米国企業）操業 4 年

位置 S 26°24.300’ 
W54°42.007’ 管理者 同上  

（Fornteras と同じ株主） 
主な施設及び面積 サイロ、シューター 繁忙期 大交通量 160 台／日（26t トラック）

パラナ川幅員・水深(m) 540m・60m 施設位置標高（m） 123m 
備考 ・ 訪問時間 2005.3.1  15:24 
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④Triunfo 港 
接続道路は、農地及び切り開かれた森林を通過している。沿道には一部住居や公共施設

がある。Toriunfo 港周辺には、住居及び公共施設等はない。周囲は原生林で囲まれている。

なお、本港は Cargill 社により管理されており、施設の撮影等は禁止されている。 

 
接続道路（原生林の一部を通過） Triunfo 港のゲート 

■港湾調査票まとめ（管理者ヒアリング結果） 
項目 内容 項目 内容 

港名 Pto. Triunfo  所有者（建設者） 農牧省（JBIC 円借款） 

位置 S 26°47.245’ 
W55°02.363’ 管理者 Cargill 社（米国）が農牧省と

年間契約中 

主な施設及び面積 サイロ、シューター 繁忙期 大交通量 データはあるが会社の許可
がないと教えられない 

パラナ川幅員・水深(m) データはある 施設位置標高（m） 未計測 

備考 ・ トラック運行ルートは、市との取り決めで市街地中心は通ることはできない。
・ 訪問時間（会議室のみ） 2005.3.2  14:14 

⑤La Paloma 港 
接続道路は、一部市街地を通過しているがほとんどは農地である。沿道には一部住居や

公共施設がある。 
Paloma 港周辺には、住居及び公共施設等はない。周囲は原生林で囲まれている。なお、

本港も Triunfo 同様 Cargill 社により管理されており、施設の撮影等は禁止されている。 

 
農地周辺を通過する接続道路 Paloma 港ゲート 
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■港湾調査票まとめ（管理者ヒアリング結果） 
項目 内容 項目 内容 

港名 Pto. La Paloma 所有者（建設者） 不明 
位置 不明 管理者 Cargill 社（米国） 
主な施設及び面積 サイロ、シューター 繁忙期 大交通量 不明 
パラナ川幅員・水深(m) 不明 施設位置標高（m） 未計測 

備考 ・ トラック運行ルートは、市との取り決めで市街地中心は通ることはできない。
・ 訪問時間（会議室のみ） 2005.3.2  13:30 

⑥Don Joaquin 港 
接続道路は、ほとんどは農地を通過している。沿道には一部住居や公共施設が見られる。 
Joaquin 港周辺には、住居及び公共施設等はない。周囲は原生林で囲まれている。 

 
農地を通過する接続道路 近代的な施設を持つ Joaquin 港 

■港湾調査票まとめ（管理者ヒアリング結果） 
項目 内容 項目 内容 

港名 Pto. Don Joaquin 所有者（建設者） Trans Agro 社 

位置 S 26°55.881’ 
W55°16.077’ 管理者 同上 

主な施設及び面積 サイロ、シューター 
港面積：33ha 繁忙期 大交通量 120-170 台／日（26t トラッ

ク） 
パラナ川幅員・水深(m) 1000m・－m 施設位置標高（m） 113m 

備考 

・ 大豆、小麦、しぼりかすを扱っている。 
・ 主な収集エリアは、ピラポ、ナランヒトあたりからもってきている。 
・ 集積能力は、12 時間で 4,000t 程度 
・ 訪問時間 2005.3.2  11:40 

⑦Parcdon 港 
接続道路は、ほとんどは農地を通過しているが、沿道に一部住居や公共施設が見られる。

接続道路は途中までは石畳で舗装されている。 
Parcdon 港周辺には、住居及び公共施設等はない。周囲は原生林で囲まれている。 

 
途中まで石畳舗装されている接続道路 Parcdon 港のシューター 
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■港湾調査票まとめ（管理者ヒアリング結果） 
項目 内容 項目 内容 

港名 Pto. Pardon (Tersur) 所有者（建設者） Tersur 社（Cargill 社が親会社）

位置 S 27°09.022’ 
W55°34.096’ 管理者 同上（2000 年より操業） 

主な施設及び面積 サイロ（貯蔵能力：
25,000t）、シューター 繁忙期 大交通量 80-120 台／日（26t トラック）

パラナ川幅員・水深(m) 1600－1700m・15-28m 施設位置標高（m） 118m 

備考 
・ 大豆はアルト・パラナ県の各地から集まる。 
・ 入荷出荷能力は 4,000t/day 
・ 訪問時間 2005.3.2  8:30 

 
(7) Caarendy 港 
 接続道路は、ほとんどは大豆畑を通過しているが、国道 6 号付近では一部住居や公共施設が見

られる。接続道路は途中までは石畳で舗装されている。Caarendy 港周辺には、住居及び公共施設

等はない。周囲は大豆畑で囲まれている。 

 
大豆畑を通過する接続道路 Caarendy 港付近の浸食を受けた接続道路 

 
現在使われていない施設 施設の跡地 

■港湾調査票まとめ（管理者ヒアリング結果） 
項目 内容 項目 内容 

港名 Pto. Caarendy 所有者（建設者） ピラポ農協 

位置 S 26°57.673’ 
W55°22.258’ 管理者 ピラポ農協から MOPC へ移

管手続き中 

主な施設及び面積 稼働施設なし 
面積不明 繁忙期 大交通量 稼働していない 

パラナ川幅員・水深(m) 540m・70m 施設位置標高（m） 99m 
備考 ・ 踏査時間 2005.3.2  10:42 
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以上、第 1 章で分類した 7 区分の道路及び港湾の状況は上述の通りである。 
以降、環境予備調査結果をもとにしたスクリーニングと予備的スコーピングを示すが、環境社会

配慮面からは、それらの環境特性（住居・保護区等の存在状況）から以下の 2 分類により整理を

行うものとする。 

表 3.4-2 スクリーニング・スコーピングにおける対象地域の区分 

環境社会配慮上の地区分類 調査対象地区の分類（第 1 章で定義） 

A 地域 (1) パラナ沿岸道路北側（Este－Otano 区間）及び 3 
Fronteras 港・Torocua 港までの接続道路 

B 地域 (2) パラナ沿岸道路南側（Otano－Natalio 区間） 
B 地域 (3) Otano 合流地区 
B 地域 (4) 15 号線予定ルート東側（Otano-Naranjito） 
B 地域 (5) 15 号線予定ルート西側（Otano-Naranjito） 
B 地域 (6) 港湾アクセス道路 6 ルート 
B 地域 (7) Caarendy 港 
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A 地域 
パラナ沿岸道路北側（Este－Otano
区間）及び 3 Fronteras 港・Torocua
港までの接続道路 

B 地域 
A 地域以外の地域 

図 3.5-1 環境社会配慮上の区域区分図 

3.5 スクリーニング 

(1) スクリーニングの概要 
スクリーニングとは、一般には、事業特性と地域特性に基づき、環境社会配慮調査の実施が必

要かどうかの判断を行うことである。 

 JICA 環境社会配慮ガイドラインにおいては、想定される影響の程度を次の 3 つに分類し、以降

の環境社会配慮調査の方針・レベルを決定するものである。 

表 3.5-1 カテゴリー分類の定義 

【カテゴリーA】 

環境や社会への重大で望ましくない影響のある可能性を持つようなプロジェクト。また、影響が複雑であったり、先例が

なく影響の予測が困難であるような場合、影響範囲が大きかったり影響が不可逆的である場合。さらに、相手国政府等が

定めた環境に関連する法令や基準等で詳細な環境影響評価の実施が必要となるプロジェクト。影響は、物理的工事が行

われるサイトや施設の領域を超えた範囲に及びうる。カテゴリーＡには、原則として、影響を及ぼしやすいセクターのプロジ

ェクト、影響を及ぼしやすい特性を持つプロジェクト及び影響を受けやすい地域あるいはその近傍に立地するプロジェクト

が含まれる。 

【カテゴリーB】 

環境や社会への望ましくない影響が、カテゴリーＡに比して小さいと考えられる協力事業。一般的に、影響はサイトその

ものにしか及ばず、不可逆的影響は少なく、通常の方策で対応できると考えられる。 

【カテゴリーC】 

環境や社会への望ましくない影響が 小限かあるいはほとんどないと考えられる協力事業。 

出典：JICA 環境社会配慮ガイドライン（JICA、2004 年 4 月） P8
 
スクリーニングは、環境予備調査を通して、

プロジェクト活動・投入（環境影響要因）が表

3-4-1 に示した各項目（環境要素）に対して及ぼ

す望ましくない影響の程度を定性的に想定し

た後、総合的にそれらの影響の程度を評価する

ことにより実施した。表 3-5-2 にスクリーニン

グ・シートを示す。 

スクリーニング・シートでは、望ましくない

影響の程度を A（重大な望ましくない影響が想

定される）、B（A と比較して小さい影響が想定

される）、C（望ましくない影響が想定できない

ことから本格調査（F/S）段階において調査が必

要）、C（望ましくない影響はほとんどないと想

定される）の項目について、その現況と及び想

定される望ましくない影響内容を記載した。 

なお、対象範囲は前述したとおり、環境社会

の特徴から以下の 2 分類に区分して整理を行っ

た。 

■A 地域：パラナ沿岸道路北側（Este－Otano
区間）及び 3 Fronteras 港・Torocua 港ま

での接続道路 
■B 地域：上記以外の地域 
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(2) スクリーニングの結果 
  ①区域別のスクリーニング結果 

両区域のスクリーニング・シートを表 3.5-2 に示す。各区域のスクリーニングに関する概要

は次のとおりである。 
■A 区域における主な課題 
・住民移転 

A 区域における も大きな課題は、エステ市の起点から 3km の区間及び 3 Fronteras 港ま

での接続道路が住居地域（不法占拠住居区域含む）を通過することであり、住民移転の観

点から課題がある。パラグアイの土地収用法では、不法占拠者の強制撤去にあたっては移

転地確保及び建造物補償など一切ないことから、移転者数が多い場合は問題が発生する可

能性がある。 
・生物、特徴的な地形、水質汚濁 

計画路線はニャクンダウ滝の緩衝森林となっているNacunday国立公園の河川上流部（約

1km）を通過する。MOPC の環境ユニットによれば、この国立公園には希少野生動物の生

息は知られていないことから環境上の大きな問題はないとのことである。しかし、

Nacunday 川を通じて、計画路線と国立公園はつながっている状況であることから、橋梁建

設時における濁水発生防止対策等が望まれる。 
 
このほか、土地利用及び地域資源利用、学校病院等の既存のインフラ等、HIV/AIDS 等の感

染症拡大、事故の増加、土壌流亡等への望ましくない影響が想定されるが、通常の方策で影

響は低減できるものであることから大きな課題ではない。 
以上のような状況から、A 区域全体では住民移転に関する課題があるが、居住区を通過し

ないルート及び既存道路の活用等の代替案が想定され、代替案を採用した場合は、大規模な

住民移転は回避可能である。以上の状況から、本区域は「環境や社会への望ましくない影響

が、カテゴリーＡに比して小さい」と考えられるカテゴリーB と判定した。 
 
■B 区域における主な課題 
・住民移転 

B 区域では、回廊及び接続道路が一部小規模な町や集落を通過する。このような住居の

多くは、いずれも道路用地以外（私有地）立地していると考えられることから、補償対象

となり大きな問題とはならないと思われる。 
このほか、土地利用及び地域資源利用、既存のインフラ等、HIV/AIDS 等の感染症、事故の

増加、生態系及び生物相、特徴的な地形・地質、土壌流亡、景観、水質汚濁、廃棄物への望

ましくない影響が想定されるが、通常の方策で影響は低減できるものであることから大きな

課題ではない。 
以上のような状況から、B 区域全体では住民移転に関する大きな課題は少ないことから、

「環境や社会への望ましくない影響が 小限かあるいはほとんどないと考えられる」カテゴ

リーC と判定した。 
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表 3.5-2(1) スクリーニング・シート 

（A 地域：パラナ沿岸道路北側（Este－Otano 区間）及び 3 Fronteras 港・Torocua 港までの接続道路） 

影響要素（事業活動） 評価 望ましくない影響の内容／本格調査時に必要な調査 

1.非自発的住民移転 
A 

（B）

起点から 3km（国道 7 号から 3km 程度）の区間、3 Fronteras 港までの接続道路は、
沿道が住居地域（不法占拠地域含む）となっている。居住区回避ルート、既存道路
活用ルート等の代替案の検討が必要。 

2.雇用や生計手段等の地域経済 C 沿道住民の生計手段等が不明である。 

3.土地利用や地域資源利用 B 計画路線沿道は大部分は農地であるが、一部森林等もあり伐採の可能性がある。

4.社会関係資本や地域の社会組織 C 社会環境調査による情報が不足している。 

5.既存のインフラや社会サービス B 道路沿道には学校・教会・校庭等の施設が散在する。 

6.貧困層や先住民族など社会的に

脆弱なグループ 
C 文献によれば Fronteras 港西側にグアラニー族系の先住民族が居住する区域が示

されているが、詳細情報が不足している。 

7.被害と便益の分配や開発プロセ

スにおける公平性 
C 経済関連情報が不足している。 

8.ジェンダー D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

9.子どもの権利 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

10.文化遺産 C 調査対象地域には文化遺産は存在しないと考えられるが、伝統的な聖域、墓地等
に関する情報が不足している。 

11.地域における利害の対立 C 社会環境調査による情報が不足している。 

12.公衆衛生 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。一方、開発による
正の影響が公衆衛生のレベルを引き上げる可能性が高い。 

14.HIV/AIDS 等の感染症 B プロジェクトの性格上望ましくない影響がありうるが、本回廊は物流が目的であるこ
とから重大ではないと考えられる。 

15.水利用・水利権 C 潅漑水、飲用水、生活用水等の水利用に関する情報が不足している。 

社
会

環
境

 

16.事故の増加 B プロジェクトの性格上望ましくない影響が想定される。 

17.地球温暖化 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。一方、プロジェクト
実施により走行経費（燃料費）低減等により正の影響を与えるものと考えられる。 

18.生態系及び生物相 B 計画路線は、Nacunday 国立公園の河川上流部（約 1km の距離）を通過する。 

19.特徴的な地形・地質 B 計画路線は、景勝地（ニャクンダウ滝）を持つ Nacunday 国立公園内の河川上流部
を通過する。橋梁建設時発生する濁水が景勝地に影響を与える可能性がある。 

20.土壌流亡 B 道路拡幅及び線形変更に伴い土壌流亡を促進させる可能性がある。 

21.地下水 C 地下水に関する情報が不足している。 

22.水文状況  C 計画路線が通過する河川に関する情報が不足している。 

23.沿岸水域（マングローブ林等） D 河川にはマングローブ林は存在しない。 

24.気象 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

自
然

環
境

 

25.景観 D 構造物の出現により眺望及び景観構成要素が変化するが、周辺に観光地等がな
いことから影響はほとんどない。 

26.大気汚染 C 
現況及び将来交通量、現況の大気質データが不足しており望ましくない影響の有
無は不明である。（渋滞の減少、舗装化による粉じんの減少により正の影響も考え
られる） 

27.水質汚染 B 計画路線がつ通過する河川部分の橋梁建設時に濁水が発生する可能性がある。

28.土壌汚染 C 道路切土区間の土壌汚染、地歴に関する情報が不足している。 

29.廃棄物 B 住民移転が発生する区域では廃棄物が発生する。 

30.騒音・振動 C 現況及び将来交通量、現況の騒音・振動データが不足しており望ましくない影響
の有無は不明である。（渋滞減少、舗装化等により正の影響を与える可能性もある）

31.地盤沈下 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

32.悪臭 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

公
害

 

33.河川・湖沼・海洋の底質 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

（ ）代替案採択時 
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表 3.5-2(2) スクリーニング・シート 

（B 地域：A 地域以外の地域） 

影響要素（事業活動） 評価 望ましくない影響の内容／本格調査時に必要な調査 

1.非自発的住民移転 B 計画路線（既存道路）はほとんどが農地を通過するが、一部小規模な集落を通過
する区間がある。 

2.雇用や生計手段等の地域経済 C 沿道住民の生計手段等が不明である。 

3.土地利用や地域資源利用 B 計画路線沿道は大部分は農地となっており、補償等の問題があり得る。 

4.社会関係資本や地域の社会組織 C 社会環境調査による情報が不足している。 

5.既存のインフラや社会サービス B 道路沿道には学校・教会・校庭等の施設が散在する。 

6.貧困層や先住民族など社会的に

脆弱なグループ 
C 文献によれば Mayor Otano 付近にグアラニー族系の先住民族が居住する区域が

示されているが、詳細情報が不足している。 

7.被害と便益の分配や開発プロセ

スにおける公平性 
C 経済関連情報が不足している。 

8.ジェンダー D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

9.子どもの権利 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

10.文化遺産 C 調査対象地域には文化遺産は存在しないと考えられるが、伝統的な聖域、墓地等
に関する情報が不足している。 

11.地域における利害の対立 C 社会環境調査による情報が不足している。 

12.公衆衛生 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。一方、開発による
正の影響が公衆衛生のレベルを引き上げる可能性が高い。 

14.HIV/AIDS 等の感染症 B プロジェクトの性格上望ましくない影響がありうるが、本回廊は物流が目的であるこ
とから重大ではないと考えられる。 

15.水利用・水利権 C 潅漑水、飲用水、生活用水等の水利用に関する情報が不足している。 

社
会

環
境

 

16.事故の増加 B プロジェクトの性格上望ましくない影響が想定される。 

17.地球温暖化 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。一方、プロジェクト
実施により走行経費（燃料費）低減等により正の影響を与えるものと考えられる。 

18.生態系及び生物相 C 計画路線は、一部パッチ状の自然林、谷部の小規模な河川・湿地を通過する。生
息する動植物に関する情報が不足している。 

19.特徴的な地形・地質 D 特徴的な地形・地質は存在しない。 

20.土壌流亡 B 道路拡幅及び線形変更に伴い土壌流亡を促進させる可能性がある。 

21.地下水 C 地下水に関する情報が不足している。 

22.水文状況  C 計画路線が通過する河川に関する情報が不足している。 

23.沿岸水域（マングローブ林等） D 河川にはマングローブ林は存在しない。 

24.気象 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

自
然

環
境

 

25.景観 D 構造物の出現により眺望及び景観構成要素が変化するが、周辺に観光地等がな
いことから影響はほとんどない。 

26.大気汚染 C 
現況及び将来交通量、現況の大気質データが不足しており望ましくない影響の有
無は不明である。（渋滞の減少、舗装化による粉じんの減少により正の影響も考え
られる） 

27.水質汚染 B 計画路線が通過する河川部分の橋梁建設時に濁水が発生する可能性がある。 

28.土壌汚染 C 道路切土区間の土壌汚染、地歴に関する情報が不足している。 

29.廃棄物 B 住民移転が発生する区域では廃棄物が発生する。 

30.騒音・振動 C 現況及び将来交通量、現況の騒音・振動データが不足しており望ましくない影響
の有無は不明である。（渋滞減少、舗装化等により正の影響を与える可能性もある）

31.地盤沈下 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

32.悪臭 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

公
害

 

33.河川・湖沼・海洋の底質 C 将来の港湾における活動及び現況のパラナ河の底質データが不足している。 
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② プロジェクト全体のスクリーニング結果 
 本プロジェクト全体がもたらす望ましくない影響は、下表に示すように、①住民移転、②土地

利用及び地域資源利用、③既存のインフラ等、④HIV/AIDS 等の感染症、⑤事故の増加、⑥生態系

及び生物相、⑦特徴的な地形・地質、⑧土壌流亡、⑨景観、⑩水質汚濁、⑪廃棄物が想定される。 

 これらのうち、エステ市における住民移転は大きな課題が残るが全体（道路延長距離約 300km
のうち数キロ）のうちわずかであることから、住民移転に関しては評価を B（望ましくない影響

は A に比較して小さい）とした。住民移転以外の項目については、通常の方策で影響が 小化で

きることから、プロジェクト全体では、「プロジェクト全体（想定される代替案を含む）では、環

境や社会への望ましくない影響はあるが、影響はサイトそのものにしか及ばず、不可逆的影響は

少なく、通常の方策で対応できる」とされるカテゴリーB と判定した。 

表 3.5-3 スクリーニング・シート（プロジェクト全体） 

影響要素（事業活動） 評価 望ましくない影響の内容／本格調査時に必要な調査 

1.非自発的住民移転 B 
エステ市の起点から 3km（国道 7 号から 3km 程度）の区間、3 Fronteras 港までの接
続道路は、沿道が住居地域（不法占拠地域含む）となっている。その他一部小規
模な集落を通過する区間がある。 

2.雇用や生計手段等の地域経済 C 沿道住民の生計手段等が不明である。 

3.土地利用や地域資源利用 B 計画路線沿道は大部分は農地であり補償等の問題が発生する可能性がある。ま
た、一部森林等が伐採の可能性がある。 

4.社会関係資本や地域の社会組織 C 社会環境調査による情報が不足している。 

5.既存のインフラや社会サービス B 道路沿道には学校・教会・校庭等の施設が散在する。 

6.貧困層や先住民族など社会的に

脆弱なグループ 
C 文献によれば Fronteras 港西側、Mayor Otano 町付近にグアラニー族系の先住民

族が居住する区域が示されているが、詳細情報が不足している。 

7.被害と便益の分配や開発プロセ

スにおける公平性 
C 経済関連情報が不足している。 

8.ジェンダー D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

9.子どもの権利 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

10.文化遺産 C 調査対象地域には文化遺産は存在しないと考えられるが、伝統的な聖域、墓地等
に関する情報が不足している。 

11.地域における利害の対立 C 社会環境調査による情報が不足している。 

12.公衆衛生 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。一方、開発による
正の影響が公衆衛生のレベルを引き上げる可能性が高い。 

14.HIV/AIDS 等の感染症 B プロジェクトの性格上望ましくない影響がありうるが、本回廊は物流が目的であるこ
とから重大ではないと考えられる。 

15.水利用・水利権 C 潅漑水、飲用水、生活用水等の水利用に関する情報が不足している。 

社
会

環
境

 

16.事故の増加 B プロジェクトの性格上望ましくない影響が想定される。 

17.地球温暖化 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。一方、プロジェクト
実施により走行経費（燃料費）低減等により正の影響を与えるものと考えられる。 

18.生態系及び生物相 B 計画路線は、Nacunday 国立公園の河川上流部（約 1km の距離）を通過する。ま
た、パッチ状の自然林、谷部の小規模な河川・湿地を通過する。 

19.特徴的な地形・地質 B 計画路線は、景勝地（ニャクンダウ滝）を持つ Nacunday 国立公園内の河川上流部
を通過する。橋梁建設時発生する濁水が景勝地に影響を与える可能性がある。 

20.土壌流亡 B 道路拡幅及び線形変更に伴い土壌流亡を促進させる可能性がある。 

21.地下水 C 地下水に関する情報が不足している。 

22.水文状況  C 計画路線が通過する河川に関する情報が不足している。 

23.沿岸水域（マングローブ林等） D 河川にはマングローブ林は存在しない。 

24.気象 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

自
然

環
境

 

25.景観 D 構造物の出現により眺望及び景観構成要素が変化するが、周辺に観光地等がな
いことから影響はほとんどない。 
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影響要素（事業活動） 評価 望ましくない影響の内容／本格調査時に必要な調査 

26.大気汚染 C 
現況及び将来交通量、現況の大気質データが不足しており望ましくない影響の有
無は不明である。（渋滞の減少、舗装化による粉じんの減少により正の影響も考え
られる） 

27.水質汚染 B 計画路線がつ通過する河川部分の橋梁建設時に濁水が発生する可能性がある。

28.土壌汚染 C 道路切土区間の土壌汚染、地歴に関する情報が不足している。 

29.廃棄物 B 住民移転が発生する区域では廃棄物が発生する。 

30.騒音・振動 C 現況及び将来交通量、現況の騒音・振動データが不足しており望ましくない影響
の有無は不明である。（渋滞減少、舗装化等により正の影響を与える可能性もある）

31.地盤沈下 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

32.悪臭 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

公
害

 

33.河川・湖沼・海洋の底質 D プロジェクトの性格上望ましくない影響はほとんど考えられない。 

 
 

 



 3-38

3.6 予備的スコーピング 

「スコーピング」とは、検討すべき代替案と重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法に

ついて決定することをいう。 

 環境予備調査及びスクリーニング結果をもとにした検討すべき代替案、ミティゲーション方策

等について記載する。ただし、現時点では道路・橋梁・港湾の詳細な整備内容が未確定のため、

予備段階のものとして位置づけ、本格調査段階で再度スコーピングを行うことが望ましい。 

 スコーピングの方法は、チェックリスト法と Leopold 法、ネットワーク法、オーバーレイ法等

いくつかの方法があるが、現時点では活動・投入計画等が詳細に未確定であることからチェック

リスト法を用いた。 

表 3.6-1 スコーピング・チェックリスト 

影響時期 
影響要素（事業活動） 評価 

工事中 供用時
調査内容等 

考えられるミティゲーション方策

（代替案含む） 

1.非自発的住民移転 B ○  
土地所有登録・測量による所有者

確認 

適切な補償と代替地の確保 
（ エ ス テ 市 0-3km 区 間 及 び 3 
Fronteras 接続道路の別ルート、また

は本案件区間から除外、拡幅なしで

の既存道路活用） 

2.雇用や生計手段等の地域経済 C ○ ○ 社会経済調査 
ステークホルダーとの協議 
（雇用機会の提供または補償） 

3.土地利用や地域資源利用 B ○  
測量等による地図作成、土地利用

の把握 
ステークホルダーとの協議 
（補償または代替土地の確保） 

4.社会関係資本や地域の社会組織 C ○ ○ 社会組織調査 ステークホルダーとの協議 

5.既存のインフラや社会サービス B ○  
測量等による地図作成、土地利用

の把握 
ステークホルダーとの協議 
（適切な補償または移転地確保） 

6.貧困層や先住民族など社会的に

脆弱なグループ 
C ○ ○ 

政府（STP）が実施している先住民

族調査結果をもとにした社会組織

調査 

ステークホルダーとの協議または補

償 

7.被害と便益の分配や開発プロセ

スにおける公平性 
C  ○ 社会経済調査 ステークホルダーとの協議 

8.ジェンダー D － － － － 
9.子どもの権利 D － － － － 

10.文化遺産 C ○  測量及び社会組織調査 
ステークホルダーとの協議 
（代替地の確保と補償） 

11.地域における利害の対立 C ○ ○ 社会経済調査 ステークホルダーとの協議 
12.公衆衛生 D － － － － 

14.HIV/AIDS 等の感染症 B ○ ○ 文献調査、ヒアリング調査 
住民と建設労働者への防止キャンペ

ーン実施、保健教育セミナー実施 

15.水利用・水利権 C ○ ○ 
自治体、関連省庁へのヒアリング調

査 
ステークホルダーとの協議 

社
会

環
境

 

16.事故の増加 B ○ ○ 
MOPC、所管警察へのヒアリング調

査 

速度抑制措置（標識、ドリフト）、取り

締まり強化、交通安全キャンペーン

実施 
17.地球温暖化 D － － － － 

18.生態系及び生物相 B ○ ○ 

現地環境コンサル、NGO、環境ユ

ニットとの現地調査（植生、植物

相、動物相、注目すべき動植物生

息地域） 

動物の移動が分断されないような道

路構造の採用、樹木伐採範囲の

小化 

19.特徴的な地形・地質 B ○ ○ 文献確認、専門家ヒアリング 
専門家との協議による手保全対策立

案及び濁水防止対策実施 

20.土壌流亡 B ○ ○ 自然条件調査、測量 
土壌流亡が発生するような傾斜地の

小化 

自
然

環
境

 

21.地下水 C ○ ○ 自然条件調査、測量 地下水層を分断しない土工事の実施
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影響時期 
影響要素（事業活動） 評価 

工事中 供用時
調査内容等 

考えられるミティゲーション方策

（代替案含む） 

22.水文状況  C ○ ○ 自然条件調査、測量 
水分環境に影響を及ぼさない洪水流

量を確保した構造の採用 

23.沿岸水域（マングローブ林等） D － － － － 

24.気象 D － － － － 

25.景観 B ○ ○ 写真撮影、現地踏査 構造物の意匠検討 

26.大気汚染 C  ○ 
窒素酸化物、一酸化炭素、硫黄酸

化物等（現場測定） 
影響緩和対策検討と実施 

27.水質汚染 B ○  
パラナ川及び計画路線が通過する

主な河川の pH、SS、COD 等（現場

測定） 
工事時の濁水防止対策の採用 

28.土壌汚染 C ○  切土区間及び土取場の地歴確認 
影響緩和対策検討と実施（汚染土壌

が確認された場合は適切な処理を行

って用いる） 
29.廃棄物 B ○  測量時に撤去物確認 法律を遵守した処理実施 
30.騒音・振動 C  ○ 等価騒音レベル（12 時間） 影響緩和対策検討と実施 
31.地盤沈下 D － － － － 
32.悪臭 D － － － － 

公
害

 

33.河川・湖沼・海洋の底質 D － － － － 

 
■代替案 
スコーピングの結果は、チェックリストに示すように、ほとんどの項目について通常の調査及

びミティゲーション方策で対応可能と考えられるが、エステ市の一部の区間（起点から 3km 区間

及び 3 Fronteras 接続道路）については、多数の住民移転を発生させる可能性があることから次の

ような代替案も含めて検討する必要がある。 

① 現在の計画路線は用いず、住民移転の少ない経路を設定する。 
② 既存の道路をそのまま活用する。 
③ エステ市（0-3km）及び Tres Fronteras 港までの接続道路は、対象から除外する。 
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第４章 本格調査への提言 

4.1 調査内容と項目 

１）情報収集・現状分析 

 (a) 経済社会および道路状況 

 ・経済社会状況 

 ・調査関連政策、計画、制度、規制 

 ・道路および港湾管理運営体制（組織、人材、予算、施設、規制等） 

 ・国土開発状況 

 ・対象道路の現況開発状況 

 ・現況土地利用と地域開発状況 

 ・地域産品生産状況 

 ・輸出・輸入状況と輸送システム状況 

 ・対象道路および対象港湾の問題点の把握 

 (b) 環境社会配慮関連 

 ・環境社会配慮関連の法制度、実施体制 

 ・対象道路・港湾周辺の自然環境 

・土地収用関連法、土地収用実施体制 

２）物流・交通の現況調査及び分析 

 ・対象道路の利用状況調査 

 ・道路現況調査  

 ・物流調査 

 ・交通調査 

 ・沿道土地利用開発状況調査 

３）道路インベントリー調査 

 ・道路インベントリー 

 ・橋梁インベントリー 

 ・道路診断・橋梁診断 

４）将来輸送需要推計 

 ・社会経済フレームの作成 

 ・地域開発構想の策定 

 ・将来土地利用計画 

 ・地域生産量推計 

 ・将来交通需要 

５）道路整備計画の策定 

 ・計画条件の設定 

 ・道路計画基準の設定 

 ・路線選定 

６）港湾整備計画の策定 

 ・計画条件の設定 

 ・港湾計画基準の設定 

７）自然条件調査  

 ・土質・地質調査、水門調査 

８）環境社会配慮調査（IEE, EIA レベル） 

９）道路概略設計  

10）構造物概略設計   

11）運営・維持管理計画  

12）費用算定と実施計画作成 
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13）経済、財務分析 

14）総合評価と提言 

   

4.2 調査の実施体制 

 本調査の実施体制は以下のとおりとする。 
（ａ）コンサルタント（分野／人数） 

総括／道路計画 1 

交通計画／需要予測 1 

交通調査 1 

自然条件調査 1 

道路設計 1 

構造物設計/積算 1 

港湾計画            1 

環境・社会配慮 1 

経済・財務分析 1 

 合計                      9 名 

 

4.3 調査スケジュール 

 本格調査はフローの通り、平成 17 年 9 月から平成 18 年 8 月を目途に実施に移りたい。 
 

4.4 調査実施上の留意事項 

（１）本調査は JBIC との連携 F/S として実施をする。 
（２）カレンドゥ港および他 7 港については港の施設設計は行なわないが、カレンドゥ港につい

ては需要予測などを実施し、港整備の妥当性を本調査内で検討する。 
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4.5 環境社会配慮に係る調査実施上の留意事項 

 環境社会配慮上の課題等については、第 3 章で示したが、ここでは再度スクリーニング及び予

備的スコーピングの結果から、本格調査時において環境社会配慮上、特に留意が必要な事項とそ

の対応について以下にとりまとめた。 

表 4.5-1 主な環境社会配慮項目とその対応方法（案） 

分類 項目 課題の内容 本格調査時の対応（案） 

住民移転 

起点から 3km 区間及び 3 
Fronteras 港までの接続道路

区間の拡幅による既存道路

沿道（住居地域）の住民移転

の発生の可能性。 

・代替ルート案の検討（人口密集地回避ルート、既存道路活用可能

ルート等） 
・不法占拠者への移転手順の確認とスムーズな移転計画の立案

（地元住民との協議、移転先・生計手段等の支援策検討、WB セー

フガードポリシー等の採用等の検討） 
・道路構造・施工方法検討による有効なスペースの活用方法の検討

等 

事故の増加 

供用時は交通量増加及びス

ピード増加に伴い、事故レベ

ルが上がる（死亡事故、重体

となる事故）が増加することが

予想される。 

・道路構造及び付帯施設によるスピード抑制措置検討（例：線形検

討、市街地ハンプ設置、標識、歩道、ドリフト等） 
・セーフティーキャンペーン計画の立案（沿道自治体、学校等、工事

従事者） 

生 態 系 及び生 物

相 、 特 徴 的 な 地

形・地質、水質汚

染 

近接する国立公園及び滝の

美観への影響、河川区間工

事による濁水発生の影響 

・隣接する国立公園における動植物調査の実施 
・ミティゲーション方策の立案と設計への反映（濁水発生防止対策、

水利用保全計画、樹木伐採 小化、伐採代償措置（植林等）） 
・沿道住民への環境教育計画立案 
・以上の計画を SEAM 等の関係機関に説明し、同意を得ること。 

配
慮
が
必
要 

HIV/AIDS 等の感

染症 

沿道の開発伴う人間活動の

活性化、工事中の労働者に

入れ込み 

・政府関連省庁、その他関連ドナーとの事前協議による防止プログ

ラムの検討 
・労働者教育計画の立案 

先住民族 

JICA 現地事務所保有資料

（資料名不明）によれば、道

路沿道にグアラニー族系の

先住民族が居住する区域が

あり、道路拡幅等による影響

がある可能性がある。 

・政府関係機関からの正確な情報の調達と対応方針の決定 
・社会経済調査により区域、生計状況等に関する情報を得る。 
・影響の可能性がある場合、必要に応じて対象となる先住民族グル

ープとの協議を行う。 

文化遺産 
国の遺産レベルは道路沿道

に存在しないが、墓地、聖域

等が存在する可能性がある。

・測量調査により墓地を確認する。 
・社会経済調査、環境社会配慮調査において外見上把握不可能な

墓地、聖域等をマッピングする。 
・文化遺産のある地点は、可能な限り回避する設計とする。 

地下水、水文状況 

道路改修に伴う地下水分断

等への影響が現時点で不明

である。また、橋梁等設置、

港湾改修に伴う水文状況の

変化が不明である。 

・調査対象地域では多くの家に井戸が見られたことから、これらの井

戸調査を通じて地下水関連データを収集し、道路切土がこれらに影

響を与えないようにする。 
・河川断面、流量のデータを収集し、水文環境へ著しい影響を及ぼ

さない計画とする。 

情
報
不
足
で
あ
る
が
配
慮
が
必
要 

大気汚染、騒音・

振動 

現状の交通量・観測データ不

足による将来の影響の程度

不明 

・現状のデータを現地調査により把握し、将来交通量から影響の程

度を把握する。 

 
■環境影響評価への対応 

その他、上記の項目の他にパラグアイ国の環境影響評価法に則った手続きを円滑に進める必要

がある。 
a) EIA 着手のタイミングと工期短縮 

通常、EIA に係る調査（SEAM との接触から環境許可書発行まで）は全体で 7 ヶ月要すると
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言われている。加えて、MOPC の環境ユニットは設計と EIA を同時に進めた経験がないと回答

しており、EIA 手続きを円滑に進められない可能性がある。このため、可能な限り早期に SEAM
と接触し、スコープ素案確定時から EIA に関する調査を開始することが望ましい。 

また、第 3 章で示したとおり、EIA 対象項目は、SEAM からのクエスチョニアへの回答後、TOR
の発行により判明する。しかしながら、TOR 発行後の対応時間の短縮を行うために、SEAM か

ら必要な調査項目に関して事前ヒアリングを行い、想定される調査計画を立案することが望まし

い。 

 なお、環境影響評価実施スケジュール（案）は次のとおりである。 

表 4.5-2 環境影響評価手続き等の期間と実施スケジュール（案） 

月数 
手続き内容 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
想定必要月数 

①プロジェクトの概要の決定             -
②スコーピングの実施             0.25
③初期環境調査（IEE）の実施             1.0
④カテゴリー分類のための第

2 回スクリーニング 
            0.25

⑤F/S への反映             -
⑥プロポーザル（プロジェクト

概要書）、クエスチョニア回

答書の提出 
            1.0

SEMA による EIA の必要性判

断と TOR 発行 
            1.0

⑦環境影響評価の実施（手続き

含む） 
            5.0

⑧F/S への反映             
合計（開始 1 年次 7－終了 2） 約 7~8 ヶ月程度

■パラグアイ国環境影響評価手続き ■JICA 環境社会配慮ガイドライン手続き ■両方内容に係る手続き 

b) EIA 実施体制 
EIA 実施主体は、MOPC となるが、MOPC がコンサルタント選定等から行った場合、かなり

の時間を要すると思われる。（環境コンサルタント選定手続きのみで１ヶ月程度）このため、本

格調査団がパラグアイ国登録環境コンサルタントを選定し随意契約することが工期短縮上有効

である。また、環境情報を保有する MOPC 環境ユニットとの連携、旧環境庁の所属していた農

牧省へのサポート依頼を行うことにより、SEAM の手続き短縮、効率的な情報収集が可能とな

る。 

c) ローカルコンサルタント 
前述したように、パラグアイ国で環境影響評価手続きを進められるのは、SEAM に正式に登

録された環境コンサルタントのみである。このため、本プロジェクトにおいても登録コンサル

との随意契約により調査を進める必要がある。 

パラグアイ国には数十の環境調査が可能な登録コンサルタントが存在すると言われているが、

その多くは代表者のみ登録し、調査員はプロジェクト毎に招集する方式である。このため、代

表的なコンサルタントと契約すれば調査員の能力や精度については大きく変わらないと思われ

る。ただし、パラグアイでの道路 EIA の実績は多くないことから、政府と関係を持つ比較的経

験の多いコンサルタントを選定する必要がある（例：MOPC 環境ユニットには環境関連のイン

ハウスコンサルタントがいるようなのでそれらから選定することも可能である）。 
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現地コンサルタントに委託すべき項目は、少なくとも動植物、社会経済・社会組織（住民移

転・少数民族等の観点）、騒音・振動調査、地域概況調査（各 20km が調査範囲となるため）で

ある。大気汚染調査については、もともと良好な大気環境であることやプロジェクト実施後に

ついても、大きな影響は与えないと想定されることから、吸光光度計等の機材を有するコンサ

ルタント及び国の調査機関があればそれらを活用し調査するべきであるが、そのような調査機

関が不在の場合は、簡易機材による現場測定とする。ただし、粉じんについては、プロジェク

トによる大幅な正の影響が想定されるため、重量法による正確な調査を実施するべきである。

その他の項目については、SEAM より発行される TOR、作業効率等に応じ委託するかどうか判

断すべきである。 

 
■ 道路環境保全対策技術の移転または啓発活動 

一般に道路建設セクターは、環境への影響が大となる公共事業を推進していくため、国の環

境影響評価法またはガイドラインを基にまず省独自の環境影響評価ガイドラインを作成する。

パラグアイについても例に漏れず、MOPC は「公共事業のための環境に対する技術規定

（Especificaciones Ttecnicas Ambientales Generales Para Obras Vialesetag）」を 2004 年に策定してい

る。このため、本格調査において、最低限この技術規定を満たすとともに、日本で通常実施さ

れるミティゲーション方策（国内において共通仕様書で定められているレベルも含む）を整理

し、それらの内容に関して MOPC 及び ANNP 職員を対象にセミナー等を開催し、環境保全対策

に関する普及・啓発活動を行うことが望ましい。 
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資料5 ローカルコンサルタントリスト 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料6 現地議事録 

 



 資料 6-1

パラグアイ国 輸出回廊整備計画 現地議事録 
会  議  録 

訪問先 パラグアイ JICA 事務所 
日時 2005 年 2 月 28 日（月）8:00-8:40 
面会者 Mr. Hiroshi Saito 事務所所長 

Mr. Hiroyuki Takeda 次長 
Mr. Yasushi Fukui 所員 
Mr. Takefumi Hirai 所員 

同行者 － 
調査団 宮地、黒木 

議事 １．本調査の目的 

宮地団長より本調査の目的を説明した。 

・ 要請があった内容は、①エステ市からナタリオまでの回廊整備、②回廊から各港湾9カ所ま

での接続道路整備及び港湾整備、③Otano市街地から国道6号ナランヒトまでの道路整備

について、今回、現地調査を中心に、要請地域の確認及び特に環境社会配慮面について

確認したい。 

・ 本予備調査はJBICと連携した開発調査（迅速F/S）の予備調査であり、S/Wは本格調査開

始時に決定する方式をとっている。 

以下質疑応答 

所長：今回の事業は、主に大豆生産農家が直接的な主な裨益者となり、それを通じてパラグア

イ国へという考えである。ラパス・ピラポ・Unidas農協（ドイツ系居住地）の地域においてカ

アレンドゥ港の整備が重要な拠点となりうる。田岡駐日大使も当港の整備に興味を持って

おり、病院建設の後に本港の整備を無償資金協力の対象としてほしいという意向がある。

宮地：本格調査は、2005年5~6月以降開始されると想定されるが、その場合、大豆輸出ピーク

時（通常3~4月）の調査を逃してしまうことが技術上の課題としてあげられる。この点につ

いても今回確認を行いたい。 

 
以 上

 



 資料 6-2

 
会  議  録 

訪問先 企画庁（STP：Secretaria Tecnica de Planification） 
日時 2005 年 2 月 28 日（月）9:00-9:40 
面会者 Lic. LUIS REBERTO AMARILLA L. 国際技術協力課 課長 

Ing. PEDROSOSA 国際技術協力課 日本国担当 
Sr. Gustavo Riveros アシスタント 

同行者 平井所員、村岡通訳 
調査団 宮地、黒木 

議事 １．本調査の目的 

宮地団長より本調査の目的・スキーム等について説明した。 

以下質疑応答 

課長：今回の道路は、中南米メルコスールにおけるIIRSA注1）という国際道路網の一部としても

位置づけられる重要な道路と認識している。特に大豆生産地域であるラパス、ピラポにつ

いてはそのプライオリティは高い。港湾については、ほとんどが私設の港であるが、その

中の一つであるカアレンドゥ港の整備は、各農家へ輸送販売に関する選択肢（カアレンド

ゥ港の利用または従来の企業へのサイロ渡しを選ぶことができる）を提供するものであり、

大きな意味を持つ。通常私設港への運送費は、40~50$であるが、公共施設では

30~40$となると想定され、大きな効果があげられると考えられる。イタプア県全体で93.6万

トンの大豆生産量があり、これはパラグアイ国の27％に相当する。これらの割合がコストダ

ウンにつながれば国際競争力が増加すると思われる。 

宮地：カアレンドゥ港はすでに機能していないと聞いている。今回の現地調査の対象である。 

 
以 上

注１）IIRSA：IIRSA とは：南米地域統合イニシアチブ（Iniciativa para la Integracion Regional de Sudamerica）と

呼ばれる南米のインフラ開発プロジェクトであり、以下の目的によるものである。 
■大企業がこの地域に投資するようなインセンティブを高めること。 
■インフラがすでに存在する場合は、インフラの改善により更に企業の利益を高めること。 

 



 資料 6-3

 
会  議  録 

訪問先 公共事業通信省（MOPC：Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones） 
日時 2005 年 2 月 28 日（月）9:50-12:00 
面会者 Ing. JUAN E. DIOVERTI D. 道路局局長 

Ing. JOSE RAMON GOMEZ プロジェクト計画課 課長 
Ing. Fabio Riveros Pena プロジェクト計画課 課長補佐 

同行者 平井所員、村岡通訳 
調査団 宮地、黒木 

議事 １．本調査の目的 

宮地団長より本調査の目的・スキーム等について説明した。 

以下質疑応答 

局長：この天気では調査については問題なく終了すると考える。調査地域は、パラグアイの中

でも雨の多い地域で年間降水量は1800-2000mmである。この雨は4月に も多くなり大

豆の収穫時期と重なる事が多い。収穫した大豆が短期間に輸送できるようになることが本

プロジェクトの目的となる。ぜひ全天候型道路の整備に向けて検討をお願いしたい。これ

により輸出コストダウンと国際競争力が向上することを望む。 

宮地：本回廊の位置づけは、STPによれば、IIRAという国際道路網の一部であり、その観点か

らも重要とコメントをもらった。今回作物の搬出計画、その量についても可能であれば確

認したい。その他にも以下の内容について確認する必要がある。 

①要請港湾は、多くが私設であることから、整備対象とするにあたっての管理体制、及び

カアレンドゥ港についてはANNPとの共同管理の可能性 

②15号延伸部（Otano市街地からナランヒトまで）の道路の位置づけ 

局長：15号延伸部と国道6号の結節点がナランヒト周辺にある理由は、ナランヒト以西の将来の

道路整備予定区間が国立公園の存在により限定され、その結節点がナランヒト周辺にな

らざるをえないためである。 

宮地：F/Sの時期としては、今年5~6月頃から約１年間となるが、大豆関連の交通量がピークをむ

かえる4~6月を逃してしまうことが課題と考える。 

局長：その点は問題ない。港の搬入量等から交通量を推計することにより対応可能と考える。 

 
以 上

 



 資料 6-4

 
会  議  録 

訪問先 港湾管理局（ANNP：Administracion Ncacional de Navegacion y Puertos） 
日時 2005 年 2 月 28 日（月）14:00-15:00 
面会者 Lic.Jhancy Sanabria de Balmaceda ANNP 

Ing. Fabio Riveros Pena ANNP 
同行者 平井所員、村岡通訳、Ing. JOSE RAMON GOMEZ プロジェクト計画課 課長 

Ing. Fabio Riveros Pena プロジェクト計画課 課長補佐 
調査団 宮地、黒木 

議事 １．本調査の目的 

宮地団長より本調査の目的・スキーム等について説明した。 

以下質疑応答 

宮地：今回対象の9港については全て私有港か、またANNPの関係はあるのか。また、カアレン

ドゥ港については、休止している状況か？ 

ANNP：ANNPは、①Mayor Otano、②Triunfo、③Fronterasの一部に所管エリアを持っており、

担当者がいるが、農産物流に関する施設は、すべて企業により管理されており、輸出量

等に関するデータは掌握していない。 

宮地：ANNPはどのような権限をもっているのか？ 

ANNP：運輸局がプライベートな港の許認可権を持っている。（以前はANNPが行っていたが法

律改正により運輸局が持つこととなった）関連法律として、法律1066号はANNP創設法、

530号（1995）、419号（1994 政府管理・河川の港をANNPが管理するという法律）がある。

宮地：ANNP所管のエンカルナシオン港をなぜ大豆の輸出港として使わないのか？ 

ANNP：サイロ建設の計画があったが、ANNP独自予算ではそのような建設は行わない。 

宮地：カアレンドゥ港の整備の要請があるが､私有港としてではなく、官民の役割分担の検討が

必要と思われる。 

ANNP：すでにいくつかの港で国が港を建設し、企業に年間契約で管理・貸し出しを行ってい

るところがある。 

宮地：パラナ川は航行については問題ないのか？ 

ANNP：エステ市からエンカルナシオンまでは川は深いので問題ないが、エンカルナシオン以

西は浅いためある程度浚渫が必要かもしれない。 
以 上

 



 資料 6-5

 
会  議  録 

訪問先 在パラグアイ日本大使館（EOJ：Embassy of Japan） 
日時 2005 年 2 月 28 日（月）16:00-17:00 
面会者 高橋大使、島田二等書記官 
同行者 斉藤 JICA 事務所所長、福井所員 
調査団 宮地、黒木 

議事 １．本調査の目的 

宮地団長より本調査の目的・スキーム等について説明した。 

以下質疑応答 

大使：大豆は主要作物であり、大豆生産量の６０%が本回廊に関連すると考えられる。輸出回

廊の整備は非常に重要である。 

宮地：今回のJBIC連携の迅速F/Sとして、現地確認中心の予備調査（今回）の後、S/Wの締結

は本格調査開始時に行うことになっているが、パラグアイ事務所の協力を得て進める予

定。現在のところ、F/Sを2005年5~6月頃から約1年かけて実施し、2006年にはJBIC案件と

してつなげる予定である。 

 
以 上
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会  議  録 

訪問先 ラパス農協 
日時 2005 年 3 月 3 日（木）8:30-10:00 
面会者 ラパス農協 中野氏、小西氏 

ピラポ農協 三浦氏 
同行者 福井所員、村岡通訳、Ing. JOSE RAMON GOMEZ プロジェクト計画課 課長 

Ing. Fabio Riveros Pena ANNP 
調査団 宮地、黒木 

議事 １．本調査の目的 

宮地団長より本調査の目的・スキーム等について説明した。 

以下質疑応答 

中野：農協は、サイロ渡しで商社（Cargill社、ADM、コンチネンタル等）と契約しているため、生産し

た大豆がどのような経路でどこにいっているかの詳細は不明である。主に商社との取引は、大

豆、小麦、搾油、絞り粕等である。 

現在、ラパス地域の大豆は商社がトラックでエンカルナシオンから積み出しているようである

が、市内は輸出時期には大渋滞する。カアレンドゥ港が整備されるのはよいが、ラパス農協か

らの距離はエンカルナシオンが近い。また、港を持つとなると事故や荷物への責任と言った問

題も出てくる。 

現在の1tあたりの運輸コスト（商社への支払いコスト）は、2005年は60$程度が見込まれている。

2004年は原油高騰等の影響により60~110$まであがった。その前はずっと40$程度であった。

運輸コストは農協毎に年何回か交渉し決定する。 

サイロについては、ラパス農協は国から4200トンのものを賃借している。改良等がままならない

ため買い上げを要請しているがまだ買収には至っていない。 

三浦：ピラポ農協としてもっとも興味があるのは、カアレンドゥ港の建設である。おそらくUnidas農協も

近いことから興味を持つはずである。 

宮地：船着き場、シューター、アンローダー等の建設についてのODAでの取り組みについては決定

していない。 

三浦：ピラポ農協では、1年分の生産量が６万トンであることから、 低でも1.5万トンを貯蔵できるサイ

ロを港に造る必要があると考える。カアレンドゥは現在使われていないが、国に港としての登録

はされている。土地についても農協の物である。水深は問題ないが、ヤシレタダムによる水位

増加、氾濫原の関係でどこに何を作ればよいかという問題がある。 

追加情報：3月4日日本人会との懇談会においてラパス及びピラポ農協組合理事より熱心なカ

アレンドゥ港の整備要請があった。 

 

以 上
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会  議  録 

訪問先 商工省（MIC：Ministerio de Industria y Comercio） 
日時 2005 年 3 月 4 日（金）8:00-8:30 
面会者 Jorge Luis von Horoch Casamada 商工省副大臣 

Sonia Gonzales 産業政策課 課長 
Anibal Gimenez Kullak 官房室室長 

同行者 福井所員、村岡通訳、Ing. JOSE RAMON GOMEZ プロジェクト計画課 課長 
Ing. Fabio Riveros Pena ANNP 

調査団 宮地、黒木 

議事 １．本調査の目的 

宮地団長より本調査の目的・スキーム等について説明した。 

以下質疑応答 

課長：商工省の政策のうち、以下のものがあげられる。 

①農産加工のための体制整備（エステ市で地域フォーラムを設置） 

②イタプア県・配合飼料クラスター 

③一村一品運動の展開（JICAシニアボランティア活動と共同実施） 

宮地：今回の対象道路の一部は高圧電線鉄塔に沿っているが、商工省は電力分野も担当するの

か。 

課長：していない。MOPC内に電力部門がある。 

宮地：港湾物流関係企業に対して何らかの権限があるか。 

課長：企業はまず大蔵省の納税登録局で登録する必要がある。MICと関連するのは、経済活動登

録（任意）であり、これをやっておくとなんからの恩恵がある場合がある。また、加工産業におい

ては、産業登録を行い、パテント等の登録が可能となる。 

宮地：物流コストを下げるための取り組みはあるか。 

課長：運輸物流は所管外。 

宮地：パラグアイ事務所が中心となって本プロジェクトを推進して行くに当たって今日局をお願いし

たい。 

 

以 上
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会  議  録 

訪問先 公共事業通信省（MOPC） 
日時 2005 年 3 月 4 日（金）10:00-10:30 
面会者 Heiseki 副大臣 
同行者 福井所員、村岡通訳、Ing. JOSE RAMON GOMEZ プロジェクト計画課 課長、Ing. JOSE RAMON 

GOMEZ プロジェクト計画課 課長 
調査団 宮地、黒木 

議事 宮地団長より本調査の目的・スキーム等について説明した。 

・ 現地調査では要請内容である①～③を全て踏査した。①エステ市からナタリオまでの回廊整備、

②回廊から各港湾9カ所までの接続道路整備及び港湾整備、③Otano市街地から国道6号ナラン

ヒトまでの道路整備。 

・ 現地で確認した結果は次のとおりである。 

① エステ市~Otano市街地までの高架下の回廊整備 

住民移転問題、線形変更といった観点からの検討が必要である。とくにエステ市付近には多く

の住居がある。 

② Otano市街地~ナタリアまでの回廊整備 

現道拡幅で実施出来ると考える。 

③ Otano市街地~ナランヒトまでの地方道路整備 

ジュース工場（Frutica）以西は石畳舗装となっているため、その区間についての整備は検討が

必要である。 

④ 港及び接続道路の整備 

Triunfo港は日本の円借款により建設した港をパラグアイ国がCargill社に貸し出している。カアレ

ンドゥ港は休止状態。MayorOtano港は積み出し港ではなかった。また、接続道路は港の企業、

地方自治体、農協等により維持管理されている例もあった。このため、港湾整備・接続道路整備

にあたっては、PPP（官民パートナーシップ）の考え方を取り入れた検討が必要である。 

以上の確認及び考え方を反映したM/Mに署名し、交換を行った。 

 

以 上
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会  議  録 

訪問先 在パラグアイ大使館（EOJ） 
日時 2005 年 3 月 4 日（金）15:00-15:30 
面会者 高橋大使、島田二等書記官 
同行者 福井所員 
調査団 宮地、黒木 

議事 宮地団長より本調査の結果と検討結果等について説明した。 

・ 現地調査では要請内容である①～③を全て踏査した。①エステ市からナタリオまでの回廊整備、

②回廊から各港湾9カ所までの接続道路整備及び港湾整備、③Otano市街地から国道6号ナラン

ヒトまでの道路整備。 

・ 現地で確認した結果は次のとおりである。 

① エステ市~Otano市街地までの高架下の回廊整備 

住民移転問題、線形変更といった観点からの検討が必要である。とくにエステ市付近には多く

の住居がある。 

② Otano市街地~ナタリアまでの回廊整備 

現道拡幅で実施出来ると考える。 

③ Otano市街地~ナランヒトまでの地方道路整備 

ジュース工場（Frutica）以西は石畳舗装となっているため、その区間についての整備は検討が

必要である。 

④ 港及び接続道路の整備 

Triunfo港は日本の円借款で建設した港をパラグアイ国がCargill社に貸し出している。カアレン

ドゥ港は休止状態。MayorOtano港は積み出し港ではなかった。Trocuaは自分の農場を敷地内

に持ちそれを積みだししている状況である。また、接続道路は港の企業、地方自治体、農協等

により維持管理されている例もあった。このため、港湾整備・接続道路整備にあたっては、PPP

（官民パートナーシップ）の考え方を取り入れた検討が必要である。 

以上の確認及び考え方を反映したM/Mに署名し、交換を行ったことを報告した。（Onano港は積み

だし港ではないため、今回の要請から除外したことも報告した。） 

大使：PPPの考え方は非常に重要であり同感である。ぜひカアレンドゥ港の建設に尽力して欲しい。 

 

以 上
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会  議  録 

訪問先 パラグアイ JICA 事務所 
日時 2005 年 3 月 4 日（金）16:00-16:40 
面会者 Mr. Hiroshi Saito 事務所所長 

Mr. Hiroyuki Takeda 次長 
Mr. Yasushi Fukui 所員 
Mr. Takefumi Hirai 所員 

同行者 － 
調査団 宮地、黒木 

議事 宮地団長より本調査の結果と検討結果等について説明した。 

・ 現地調査では要請内容である①～③を全て踏査した。①エステ市からナタリオまでの回廊

整備、②回廊から各港湾9カ所までの接続道路整備及び港湾整備、③Otano市街地から国

道6号ナランヒトまでの道路整備。 

・ 現地で確認した結果は次のとおりである。 

① エステ市~Otano市街地までの高架下の回廊整備 

住民移転問題、線形変更といった観点からの検討が必要である。とくにエステ市付近には

多くの住居がある。 

② Otano市街地~ナタリアまでの回廊整備 

現道拡幅で実施出来ると考える。 

③ Otano市街地~ナランヒトまでの地方道路整備 

ジュース工場（Frutica）以西は石畳舗装となっているため、その区間についての整備は検

討が必要である。 

④ 港及び接続道路の整備 

Triunfo港は日本の円借款により建設した港をパラグアイ国がCargill社に貸し出している。

カアレンドゥ港は休止状態。MayorOtano港は積み出し港ではなかった。Trocuaは自分の農

場を敷地内に持ちそれを積みだししている状況である。また、接続道路は港の企業、地方

自治体、農協等により維持管理されている例もあった。このため、港湾整備・接続道路整備

にあたっては、PPP（官民パートナーシップ）の考え方を取り入れた検討が必要である。 

以上の確認及び考え方を反映したM/Mに署名し、交換を行ったことを報告した。（Onano港

は積みだし港ではないため、今回の要請から除外したことも報告した。） 

所長：カアレンドゥの土地は､現在MOPCに移管中であり問題ないと考える。また、田岡大使の

関心事はカアレンドゥ港の建設であり、ぜひ実現したい。 

宮地：一カ所だけ保護区があったが、現時点では位置づけが不明であるが、来週黒木団員が

環境庁で確認を取る。森林は狭くなっており大きな問題とはならないと考える。本格調査

においては、①～④に加えて環境社会配慮面の検討も必要と考える。 

 
以 上
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会  議  録 

訪問先 農牧省（MAG：Ministerio de Agricultura y Ganaderia） 
日時 2005 年 3 月 7 日（月）10:30-11:00 
面会者 Ing. Agr. Misa Carmen Galdona 計画課 課長 

 
同行者 Mr. Takefumi Hirai 所員、村岡通訳、Izumihara 長期専門家（計画課） 
調査団 黒木 

議事 黒木団員より本調査の目的・スキーム等について説明した。 

以下質疑応答 

黒木：本案件に関連すると思われる上位計画、現在実施中のプロジェクトは何かあるか？ 

課長：世銀の小農流域道路改善整備計画（5000万$）というものを実施している。整備区域は、

アルトパラ県南部、イタプア県北部の小規模な個人農地である。内容は、農地整備、土

壌流亡対策、アクセス道路（小規模なもの：石畳舗装等）整備、排水路整備、植林等であ

る。 

黒木：Triunfo港は、日本の円借款により建設され、現在、民間企業（Cargill社）に運営維持管

理を委託しているが、どのような契約内容か？ 

課長：契約金額は、年によるが7000~10,000$／月である。 

黒木：農牧省ではイタプア県、アルトパラナ県の農産物の動きについて把握しているか？ 

課長：過去に農牧省は、サイロネットワーク構想により各地に直轄のサイロを建設し、その運営

をおこう計画があったが、建設途中に民営化へ計画を転換し、さきほどのTriunfo港、各サ

イロも民間に賃貸している状況であり、正確な物流をつかんでいない。ただし、企業連盟

であるKAPECO（カペコ）の資料がその実態の一部を知る資料となる。 

課長：現在全体的な農産物の物流は、陸路経由が70％、海運が30%に依存している。 

黒木：その他、EIAの手続きが発生しそうであるが、元環境庁のあった農牧省からアドバイスが

あるか？ 

課長：まともにＥＩＡを進めると非常に長い期間が必要になる。農牧省から円滑に進めるよう指示

ができるが、どうするか？ 

黒木：本事業はMOPCが進めることになるため、今黒木の一任でお願いすることはできないた

め、本格調査団によりスコープが決定した時点で、MOPCを通じて再度ご協力をお願いし

たい。5月頃に本格調査団が入る予定であるため、その際にはよろしくお願したい。 
課長：了解          

                                    以 上
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会  議  録 

訪問先 公共事業通信省（MOPC） 環境ユニット 
日時 2005 年 3 月 7 日（月）13:50-15:30 
面会者 Agr. Yolanda Bonifez de Rodnouez  

Ing. Agr. Carlos Borden (Jefe Unidad Ambiental MOPC) 
同行者 Mr. Takefumi Hirai 所員、村岡通訳、Ing. JOSE RAMON GOMEZ プロジェクト計画課 課長 
調査団 黒木 

議事 黒木団員より本調査の目的・スキーム等について説明した後に以下の環境影響評価手続きに

ついてヒアリングを行った。 

黒木：EIA対象プロジェクトは？ 

回答：道路事業全般がEIA対象となる。ただし、砂利道路、石畳舗装は、本格EIAは免除され、

簡単な保全対策書等で環境許可が得られる。 

黒木：EIAの手続きの手順は？ 

回答：別途図参照 

黒木：MOPCのEIAの経験はあるか？トータルどれくらいの期間が必要か？ 

回答：合計5件ほどある。うち4件は本格EIAではなく緩和措置のみであり、1件のみ本格EIAで

ある。（クワンデメデ道路：19km）SEAMからのTORにもよるが、 短で3ヶ月、平均7ヶ月

程度、チャコ地方のアセスは2年以上かかったこともあるという。 

黒木：EIAのコストは？ 

回答：SEAMからの聞き取り調査票9$、聞き取り調査票審査・TOR作成60$、認可手続き9$、新

聞ラジオによる公表250$ 

黒木：土地収用システムと補償は？また、違法占拠者への撤去手続きと補償システムは？ 

回答：①公共事業局により測量を行う（所有権がどうなっているか調査する）、②公的査定担当

局による判定（a. 私有地であれば査定を行い、不動産部門が価格交渉にあたる。所有者

が売却を反対した場合は、国会により特別収用法を起案し閣議決定し、強制執行にあた

る。） 

違法占拠者の場合は、法廷裁判が開かれ、警察により強制撤去がなされる。土地代、建

物代等ともに支払われない。高架道路下は、幅100mが国の所有であり、現在電力会社

（民間）に移管している。 

黒木：EIAの動植物貴重種リストとして何を用いているか？ 

回答：CITES、IUCNを用いている。パラグアイにはCITES事務局が環境庁内に設置されてい

る。 

黒木：関連する法律等は何かあるか？ 

回答：①漁業権：特に設定はないので関係ない、②水利権：潅漑・飲料水としての水利権を認

めている、③森林法：パラグアイの国有地に関してのみ森林法が適用される。国有地とし

ては自然保護区・国立公園があげられる。その他はほとんどない。民間の森林について

は、農牧省・環境庁による許可のもと伐採がみとめられている。④入会地：昔は設定があ

ったが、現在はない。 

黒木：港湾に関してはEIAの要件があるか？ 
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回答：5000㎡以上の建設物に対してはEIAが必要となる。また、土取場、採石場にもEIAが必

要となるため、すべてFS段階で終了させなければならない。 

黒木：その他コメントがあるか？ 

回答：EIAでは代替案も必要である。なお、NACUNDAY保護地域の開発は、本件の公共性が

高いことからダメになることはないと考える。保全対策として、管理後や設置・PC設置・ピッ

クアップ供与等があれば十分に通る。NAKUNDAY保護区には希少な動物等も生息して

いないのでおそらく大丈夫であろう。 

黒木：不法占拠の強制撤収は問題になる可能性あるのではないか？ 

回答：避けがたい問題であるが、住民移転が多い場合なんらかの運動が発生する可能性もあ

る。 

黒木：EIAの予算は？ 

回答：1kmあたり500$見れば十分である。合計1500~2000万円程度であろう。 

黒木：モニタリングは必要か？ 

回答：SEAMのTOR次第である。ただし、EIAのほかに、緩和措置計画、社会的経済的計画の

要求がなされるであろう。 
 

                                    以 上
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図 環境ユニットへのインタビューに基づく EIA の手順 

（詳細は本編参照） 

 

 
90 日間中に。。。。 
事業者による EIA の案件公示義務 
新聞 2 社、ラジオ 1 社により連続 15 日間

EIA に関する情報を公開する。 
その間に反対意見のある人は、事業者ま

たは所属自治体に意見を提出する。 
15 日間に意見のなかった場合は、意見

がなかったことの証明書を案件対象自治

体から受け取る。苦情が多い場合は、別

途公聴会を開催する。これらの内容を

SEAM に報告する。 

SEAM からの質問書への

回答（事業概要、周辺環境

概要等） 

SEAM による判断

（30 日間）

SEAM より本格 EIA に関す

る TOR 

NO 
本格 EIA は必要ないと判断（砂利道・石畳道路） 

環境緩和措置計画 
企画書作成等の指示 

YES 
本格 EIA が必要判断（アスファルト道路） 

本格 EIA 調査、報告書・概

要版作成（通常 2 ヶ月程

度） 

SEAM による審議

（90 日間）

特にコメントなし

自動的に許可 

SEAM より 終指示または

許可の発行 

認可後、2 年以内に施工さ

れない場合、許可取り消し

・案件に対する対象県の同意書添付 
・自治体の所在証明書添付 

調査範囲は、物理的調査範囲が道路用地

から両側各 100m、間接的影響範囲として片

側 20km 
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事業事前評価表（開発調査） 

作成日：平成 17 年 4 月 18 日 

担当グループ：社会開発部第３グループ 

１．案件名  

パラグアイ国 輸出回廊整備計画調査 

２．協力概要 

（１）事業の目的 

  パラグアイ国経済開発調査(EDEP)において提案された輸出回廊道路(パラナ川沿い道路お

よびパラナ川沿岸に位置する８港湾へのアクセス道路)整備計画に関する F/S 調査の実施を通

じ、同域内の農産物(大豆等)の輸出促進に資するインフラ整備事業(円借款等)の実施を支援す

る。 

 

（２）調査期間  

  2005 年 9 月頃～2006 年 8 月頃（12 ヶ月以内）  

 

（３）総調査費用     約 2.5 億円  

  

（４）協力相手先機関  

 主要協力機関：公共事業通信省（Ministry of Public Works and Communications）  

 また、本件調査のために上記以外の関係省庁を含むステアリングコミッティが設置される予

定 

 

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等）  

   ・調査対象道路 

1. 地方道路 エステ～ナタリオ (162km) 

2. 港湾へのアクセス道路 (全 8 港※、総延長 88km) 

（Tres Fronterasm 港、Triunfo 港、Carlos An. López 港、Torocua 港、 

Paloma 港、Don Joaquin 港、Caarendy 港、Parcdón 港） 

3. 国道 15 号線延伸部 (51km) ナランヒト～パラナ川沿岸 

 

   ・調査対象港湾：Carrendy 港 

 

 ※要請時には 9 港が対象として含まれていたが、Otano 港の用途は大豆輸出用ではなかった

ため、大豆の輸出力強化を目的とした本調査の対象港からは外すこととした。 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点  

パラグアイ国は人口 578 万人、面積 40 万 6,752 ㎢のアルゼンチン、ボリビア、ブラジル

に囲まれた内陸国であり、主要輸出品目は大豆、綿花、肉類、木材などである。パラナ川、

パラグアイ川に沿ってアスンシオン、エステ、エンカルナシオン等の主要都市が置かれ、内

陸水運を中心に発達してきた。パラナ川沿岸には、北からカニンデジュユ県、アルトパラナ



 

県、イタプア県が分布し、これらの県はパラグアイ国の輸出の 5割を占める大豆の作付面積

が全国の 8割を占めている（1,395,000ha, 2001 年）。 

パラグアイ国では内陸水運以外に道路ネットワークが開発され、上記主要 3 都市(アスン

シオン、エステ、エンカルナシオン）を連絡する骨格道路とこれら道路より派生した道路か

ら構成されてはいるが、主に大豆の輸送路および輸送路から港までにアクセス道路の整備が

十分になされておらず、舗装率は全国でも 6%であることから、雨天時などには運行車両の通

行に支障を来たしている。このため、パラグアイ国の主要な輸出品目である大豆および大豆

製品の輸送コストが割高となり、輸出競争力を低下させる 大の要因となっている。 

このような背景から、日系移住地（ラパス、ピラポ、イグアスの各日系農協）を含むパラ

グアイ国穀倉地帯からパラナ川へ直結する道路及び大豆生産地域であるカニンデジュ県、イ

タプア県、アルパラナ県の大豆生産者（日系人を含む）が利用しているパラナ川の 9箇所の

港湾を輸出回廊と位置づけ、同回廊の整備の可能性に係る開発調査（F/S)の要請が我が国へ

なされた。 

  

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ  

  パラグアイ国では経済開発調査(EDEP)の結果を受けて「社会経済開発戦略(PEES)」を策定

し、この中で輸出路整備を促進することにより、輸送路強化、市場経済化支援等が提案されて

おり、本案件はこの中で位置づけられている。 

 

（３）他国機関の関連事業との整合性  

－米州開発銀行 

・「西部地域総合道路計画（チャコ地方の道路整備）」 

・「国道 3号整備」 

・「地方道整備」 

－世界銀行 

・「国道 9号線維持管理」 

・「国道 3号線一部舗装工事」 

・「東部地域地方道の補修工事」 

なお、整備対象路線については各機関で重複のないように整理をしている。 

 

（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ  

・ 本件は、パラグアイ国の援助重点の一つである「メルコスールに対応するための経済

力の強化と経済成長の促進」のうち、輸出振興プログラムを構成する案件である。 

・ なお、関連事業は以下のとおり。 

・ JICA「経済開発調査（EDEP）」にて輸出強化プロジェクトとして対象路線整備が提案さ

れた。 

・ JBIC「パラグアイ国道路整備事業 II(19,428,000 円）」に続き平成 18 年度以降の案件

として本 F/S の結果が採択される予定。 

  

４．協力の枠組み 

（１）調査項目  

１）情報収集・現状分析 

 (a) 経済社会および道路状況 

 (b) 環境社会配慮関連  

２）物流・交通の現況調査及び分析  

３）道路インベントリー調査  

４）将来輸送需要推計  

５）道路整備計画の策定  

６）港湾整備計画の策定  



 

７）自然条件調査   

８）環境社会配慮調査（IEE, EIA レベル） 

９）道路概略設計  

10）構造物概略設計   

11）運営・維持管理計画  

12）費用算定と実施計画作成 

13）経済、財務分析  

14）総合評価と提言 

   

（２）アウトプット（成果）  

  2010 年を目標年次とする輸出回廊整備計画（円借款事業として実施を想定）が策定される。

 

（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施 

（ａ）コンサルタント（分野／人数） 

総括／道路計画 1 

交通計画／需要予測 1 

交通調査 1 

自然条件調査 1 

道路設計 1 

構造物設計/積算 1 

港湾計画            1 

環境・社会配慮 1 

経済・財務分析 1 

 合計                      9 名 

 

（ｂ）その他 研修員受入れ 

  なし 

５．協力終了後に達成が期待される目標 

（１）提案計画の活用目標  

 策定された輸出回廊整備計画が、公共事業省の道路整備計画として承認され、同計画に基づ

いて道路整備が実施される。 

 

（２）活用による達成目標  

(a)計画の対象となっている輸出回廊に適合した道路が整備される。 

(b)パラナ川沿岸域における物流輸送が効率化される。 

  (c)パラグアイ国の経済活動が活発化する。 

６．外部要因 

（１）協力相手国内の事情 

(a)政策的要因：開発方針の変更による提案事業の優先度の低下 

(b)経済的要因：経済成長の急激な失速による財政緊縮及び資金不足 

(c)社会的要因：対象地域人口・交通モードの予測を遥かに上回る急激な変化 

 

（２）関連プロジェクトの遅れ  

 特になし 

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注） 

基本的には既存道路の整備のため、整備に伴う大規模な住民移動が生じる可能性は低い

が、一部、道路沿岸には散発的に住居および小規模な村がみられる。特にエステ市の高架下

部分の公有道路用地には違法占拠地域が数キロにわたっている。よって、現況の空き地部分

で道路を整備することが可能か、または別路線を代替案とするかなどの検討を行い、社会面



 

への影響を配慮する必要がある。 

また環境面においては、道路・港湾整備に伴う自然条件（地形、地質、気象、地理等）に

与える影響について配慮する必要がある。 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注）  

 他の JIBC との連携事業と同様、事業化に結びつくように調査実施段階から留意して実施す

る。 

 外務省経済協力評価報告書によると、パラグアイにおいては道路の維持管理が非常に不十分

であること、道路の建設や整備に関する管理・運営および企画能力が弱いことが指摘されてい

る。また、一部の道路へのコンセッション方式による民活の導入も検討されており、その新し

い方式の導人により、商業ベースで採算のとれる輸送インフラについては、民活方式に委ねる

ことも今後の課題の一つとなっている。よって、本案件では F/S 策定のみならず調査期間を通

じてパラグアイ側に道路維持管理や管理・運営について技術移転を行なうと共に、幹線道路か

ら港湾へのアクセス道路については港湾管理主体、農協などの民間とのコンセッションによる

道路整備なども視野に置いた F/S 策定を行ないたい。 
９．今後の評価計画 

（１）事後評価に用いる指標  

（ａ）活用の進捗度 

  －本調査結果に基づく JBIC による事業化 

  －道路の舗装率、整備道路総延長 

（ｂ）活用による達成目標の指標 

  －大豆の価格競争力の向上 

－輸送平均時間、渋滞時間 

－取り扱い貨物量の増加 

  －渋滞緩和に伴う環境の改善 

（２）上記（ａ）および（ｂ）を評価する方法および時期  

  JBIC により F/S 調査結果が採択され道路整備事業が開始されたか否か（2006 年後半）。 

（注）調査にあたっての配慮事項 
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2005 年 3 月 31 日（木） 
帰国報告会 資料 

パラグアイ共和国 輸出回廊整備計画 
－ 環境社会配慮上の課題 － 

 
■予備調査における主な確認事項 

1. 環境社会配慮が課題となる区域 
2. パラグアイ国の環境影響評価制度への対応内容 
3. JICA 環境社会配慮ガイドラインに準拠したスクリーニングの実施 
4. 本格調査以降の配慮すべき事項（現時点での提言） 

 
■確認結果 
1. 本格調査／事業実施に係る環境社会配慮が課題となる区域 

① 対象となる環境要素：JICA 環境社会配慮ガイドラインに準拠し 33 項目を抽出 
② 環境社会配慮に係る区域区分の設定方法 

現状 7 区分を参考に、環境特性から 2 地域に区分 
A 地域：パラナ沿岸道路北側（Este－Otano 区間）及び Tres Fronteras 港・Torocua 港までの接

続道路 
B 地域：A 地域を除く地域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-1 環境社会配慮上の区域区分図 
 
③ 主に各区域において課題となると想定されるもの 

 A 区域： エステ市周辺の住民移転及びニャクンダウ国立公園付近への適切な配慮が必須 

 B 区域： 一部町・集落付近の住民移転、パッチ状森林への配慮が必要であるが、通常の方策

で対応可能なレベル 

 

図 1.8-1 調査対象地域区分図 

1) パラナ川沿岸道路北側 

2) パラナ川沿岸道路南側 

3) Otano 合流地区 

4) 将来 15 号線ルート東側 

5) 将来 15 号線ルート西側 

6) 港湾アクセス道路 8 ルート 

7) Caarendy 港 

A地域
パ ラナ 沿 岸 道 路 北 側（ Este－
Otano区間）及びTres Fronteras
港・Torocua港までの接続道路

A地域
パ ラナ 沿 岸 道 路 北 側（ Este－
Otano区間）及びTres Fronteras
港・Torocua港までの接続道路

B地域
A地域以外の地域

B地域
A地域以外の地域
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■A 区域 
 □住民移転 
 ①本線 0-10km 区間 
 －0-3km 区間は、送電線下部両側各 20m 外側は

不法占拠と見られる住居地域 
 －3-7km 区間については、住居地域と農地 
 ②本線から Tres Fronteras 港接続道路 
 －産業道路分岐後は、旧市街地（住居地域）通過。

多くの住居が沿道に存在。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
□ニャクンダウ国立公園の存在 
 計画路線との位置関係 

計画路線は国立公園の上流部約 1km を通

過 
 公園面積と所有者 

面積 2,000ha、所有者は Agriex 社（農産関

連会社） 
 国立公園根拠 

ニャクンダウ滝（景勝地）の緩衝緑地 
 希少生物の可能性 

希少な動植物は生息・生育していないと見

られている 
 配慮すべき事項 

滝上流部に計画路線が位置するため、水

文環境変化、濁水発生に配慮する必要あり 
 その他関連法 

森林法、野生生物保護法等が樹木伐採に

関連するが、EIA で許可がでればそれらを

満足 

Tres Fronteras 港 

  既存道路あり 
  

  既存道路なし 

0-3km区間 

3-10km区間 

10km以遠区間 

ニャクンダウ川（1km 下流に国立公園が位置する） 

計画路線は、ニャクンダウ国立公園の上流側約 1km を通過
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■B 区域 
 特に大きな課題となるものはなく通常の方策で対応可能と考えられる。 
 
2. パラグアイ国の環境影響評価制度への対応内容 
 
①パラグアイ国の環境影響評価法概要及び実施体制 

項目 概要 

環境影響評価関連法令 法律 294/93 環境影響評価法（1993 年制定） 

環境影響評価（EIA）実施義務要件 
道路関連：道路事業全般 
港湾関連：港湾事業全般 
その他（土取場、採石場、施設建設）：建設・森林伐採・発掘事業 

EIA 審査実施機関 SEAM（国家環境庁） 

情報公開手続き 

EIA 手続き前：通過自治体全てのプロジェクト同意書を得る 
EIA 実施中 ：EIA 概要版作成（15 歳以上が理解可能なレベル） 
EIA 縦覧中 ：EIA 縦覧 新聞 2 社・ラジオ 1 社に 15 日間連続報道 
縦覧後    ：反対意見の多い場合は、公聴会、住民説明会の実施

EIA 実施方法 SEAM 登録の環境コンサルタントのみ実施可能 
 
②パラグアイ国 EIA と JICA 環境社会配慮ガイドラインの関係と想定スケジュール 
 －パラグアイ国における EIA は平均 7 ヶ月程度は 低でも必要であるとの情報から、スコープ素

案時から、パラグアイ国 EIA と JICA ガイドラインへの対応を同時に開始する必要がある。 
 －円滑に手続きを進めるために、農牧省へサポートを要請する。 
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3.  JICA 環境社会配慮ガイドラインに準拠したスクリーニングの実施 
 
■主要な環境社会配慮上の課題 
 ①道路・港湾事業の EIA 実施の義務づけ 
 ②一部の区間において大規模な住民移転の可能性あり 
 ③国立公園近傍を通過する 
 
しかしながら、 
①については、EIA の実施は必ずしも負の影響が大きいことを示すわけではない。 

また、現時点ではスコープが決定していない。 
②については、住民移転が少ない代替案の検討の余地がある。 

（例：別ルート、既存道路を拡幅なしで活用、対象区間から除外等） 
③については、通常のミティゲーション方策で影響の軽減が可能 
 
 以上のような状況から、 
 
 
 
 
 
4. 本格調査以降の配慮すべき事項（現時点での提言） 
 
 環境影響評価への対応 

 ①EIA 着手のタイミングと工期短縮 
－EIA 対象項目は、SEAM からの TOR の発行により判明する。しかしながら、TOR 発行後の対

応時間の短縮を行うために、SEAM から必要な調査項目に関して事前ヒアリングを行い、想定

される調査計画を立案すること。 
 ②EIA 実施体制 
 －環境情報を保有する MOPC 環境ユニットとの連携、旧環境庁の所属していた農牧省へのサポ

ート依頼を行うことにより、SEAM の手続き短縮、効率的な情報収集が可能 
 ③ローカルコンサルタントの活用 
 －SEAM 登録済みの政府と関係を持つ比較的経験の多いコンサルタントを選定する 
 
 課題区間の代替案検討 

 ①エステ市区間の代替案検討 
 －住民移転の課題があることから、区間除外を含むオプションを含む複数の代替案を検討する 
 ②補償対象外の不法占拠者への配慮 

－法律上不法占拠者へは、補償または移転地はない。問題が発生する可能性が高い場合は、

その他の手法（WB の Safeguard Policies（Involuntary Resettlement）等の活用を検討する。 
 
 ミティゲーション方策に関する技術移転・啓発活動 

 ①ミティゲーション方策メニューの整理 
－道路事業に係る環境影響ミティゲーション方策をとりまとめる（ 低限 MOPC 環境対策技術

規定書を満たし、かつ日本の環境対策技術を導入） 
 ②技術移転（セミナー開催等） 
 －MOPC、ANNP への職員への技術移転セミナー等の実施による啓発活動 

第 1 回スクリーニング判定：カテゴリーB 

「プロジェクト全体（想定される代替案含む）では、環境や社会への望ましくない影響はある

が、影響はサイトそのものにしか及ばず、不可逆的影響は少なく、通常の方策で対応できる」
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